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実的 な解決方法であ るかの ように思われる。

皿 結びにかえて

以上の記述 は、我 々共同研究者が脱冷戦期 の 「東 アジアにおける国際秩

序 の再編」 とい う問題意識 を持 って進めている研究の暫定 的な成果の一部

を 「研究 ノー ト」 と してま とめて掲載 した もので あるが、その内容 を一瞥

す るだけで これ らの研究 には多 くの問題が残 されていることが分 かる。

まず第1は 、1990年 以後の東 アジア地域 においては、従来の ようなイデ

オロギー に基づ く冷戦状況 は薄れてはいる ものの、その反面 に自国中心 主

義 の傾向 が次 第 に強 くな ってい る傾 向があ る とい う点で ある。 その中で、

過去の歴史的な遺産 を持 つ東 アジア諸 国間には、国民意識の ギャ ップが見

られ、対立が露呈 されている。 こ うしたギ ャップを埋 めてい く上 で、東 ア

ジア諸国の教育 と交流 は、 ます ます重要 になってい くであろ う。

一方、安全保障の問題で は、東 アジアの 「安定 と平和」問題 をめ ぐって、

「日 ・米 ・韓」3ヶ 国の協 議体 が形成 され政策調 整協 議 を行 ってい るが、

それ に対抗 して 「中 ・ロ ・北朝鮮」 とい う北方 「3ヶ 国」政 策調整協議体

が形成 されつつあ る。東 アジア地域 の安定 と平和 を確保す るために、 これ

ら二つの政策調整協議体 を網羅 した地域機構 を形成す る条件 は何 であ ろう

か。それに関する研 究 も今後必 要 になってい くであろ う。

さらに、経 済面で は、東 アジア地域 における 自由貿易機構 の設置構想で

ある。 これ との関連で は、既 に経済関係が 緊密 な 日本 と韓 国の経 済人が合

同会議 を開催 し、その共同宣言 で 「日韓 自由貿 易-協定」(FTA)の 締結 を

促 している状況である。 日米 、 日中、 日ロ問の経済的相 互関係が深化す る

なかで、 こうした問題 は どの ように解決すれば よいのであろ うか。 これ ら

の問題 は東 ア ジア国際体 制の再編 に関す る研 究 の緊急 さを物語 ってい る

(以上、郷 田)。
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(3)パ ソナ リテ ィ(personality)の 相違 と国際政 治状 況 の変動

日本の朝鮮半 島に関す る政策 は、指導者た ちのパ ソナ リテ ィの相違 とそ

れが 国際政 治環境 に連動 す るこ とに よって、変化す る傾 向が非常 に強 い。

特 に、その例 は 日本人拉 致問題 との関連 で見 られ、小泉政権 がその良い例

である。

つ ま り、歴代 の政権 は拉致疑惑 に関 る問題 を北朝鮮 との国交正常化 まで

に決着 をつ ける とい う、「出口論」 の立場 を強 くとる傾 向であったが、「対

米基軸外交」 を一層重視す る小泉政権 では、拉致問題 の解決 を交渉再開の

前提 とす る、「入 り口論」 に傾 いてい る。

同様 に、パ ソナ リテ ィの相違 による政治状況の変動 はアメ リカにおいて

も見 られる。特 に朝鮮半 島に関す る政策 については クリン トン政権 とブ ッ

シュ政権 との間 に見 られ、それは現在 の米韓両国の対北朝鮮政策 について

微妙 な差異 を表 している。

(4)小 結

朝鮮半 島の問題解 決 につい て、 これ まで に、「三者会議」、 「四者会議」、

あるいは 「六者 会議 」 な ど様 々な構想が提案 されてい る。周知 の ように、

日本 は朝鮮 問題 の解決の形態 を議論す る交 渉の場 に直接 参加で きる ことを

望 んでい る もの と思われ る。 こうした点で は、ロシア も同様 であろ う。朝

鮮半島 に関す る問題は主 として南北朝 鮮 自らが解決す る問題 であるこ とは

言 うまで もないが、地政学 的に、特 に安保面 での重要 な利 害関係 を持つ周

辺諸国の主張 を完 全 に排 除す るこ とは、朝鮮問題 を平和 的 に解決す る上で

現実的であ るとは言 えない。

前述 した ように、朝鮮問題 の解決のため に行 われてい る交渉 に対応す る

ため、六 ヶ国 による二つの友好 国集 団が形成 され、南北朝鮮 の立場 を支援

す るために、それぞれが集団が独 自的 に協議 してい るのが現実で ある。 し

たが って、現在 の 国際政治環境 の なかで は、 「六者会議」 あるいはそれ を

さらに拡大 した交 渉の協議体 を設置 した方が、朝鮮 問題 を解決す る より現
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様 であ り、 日本が米国 を支持す る ようになるこ とは言 うまで もない。この

ような文脈 の なかで、北朝鮮 の金正 日の中国訪問や シベ リア鉄道 によるロ

シア訪問 を考察す る必要があ る し、 また、それ との関連 で朝鮮半島の解決

に関す る問題 で、 日 ・米 ・韓 の 「三国政策調整会議」 と中 ・朝 ・ロの北部

における もう一つの 「三国政策調整会議」 とい う二つの友好 国集団が激 し

く対立 しているのが実態 であ る。

さ らに、 日米 と中国は経済的 な相互協力の側面が ある反面 、アジア太平

洋地域 にお ける対立 の側面 も著 しい。特 に、「自由貿易地域」(freetrade

area:FTA)の 創 設問題 をめ ぐっての利害が対立 している。それは、 この

「自由貿易地域」創設 が地球 大規模の地政学 的な立場(geopolitics)を 大

き く変 える潜在的 な可能性 を含 んでい るか らであ る。例 えば、経 済的統合

が政治的統合 を導 くと言 う理論 に立 って考 えれば、その発展 の結果、東 ア

ジアにおいて主役 にな り得るのは中国であるか らであ る。

中国の発展 と将来 は世界化 な くしては考 えられない。そ う言 う意味 で中

国の経済圏の一部 と して考 えられる北朝鮮 の 自給 自足経 済政策 は、 中国か

ら見 る と、幼稚 な現 実否定 に近 い もの と して見 え るに違 い ない。 中国は

ASEAN10ヶ 国連合 の結成 を提 案 している。 これは勿論 中国の国 内市場 を

開放 する と言 う意味 もあるが、それ以上 に中国商品の海外輸 出 を意味 する

もので あ り、急速 に政治大 国化 す る中国がASEAN諸 国 を引 きつけ る もの

であ る。そ う言 う意味 で、中国の提案す る 「自由貿易地域」の創設 に関す

る提案 は、経済的 な意味 を持つ提案 とい うよりは、む しろ政治的な意味 を

よ り強 く持つ提案で、東 アジアにおける 日米両国の利益 と拮抗す る性 質の

ものであ る。 その上、 日本 は、 もはや1980年 代 や1990年 代初期の ような経

済力 を持 つ国家ではな く、 また 日本の地政学的位 置が占める重要 性を経済

的な側面か ら補 う役 割 を果 たせ ないでいる。 したが って、 日本 は政治 、経

済、軍事的 に米国の同盟国 と して、米国の支援 を得 ざるを得 ない。 こう し

て、東 アジアにおける 日米中間の新 しい冷戦状態 は しず かに強化 されてい

るかの ように思 われる。
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め 、2002年2月 、 ブ ッ シュ大 統 領 「年 頭 教 書 」(TheStateoftheUnion

Address)の なか で 「悪 の枢 軸 」(Axisofevil)の3ケ 国 の一 国 と して指称

され た北朝 鮮 と米 国 の 関係 は急 激 に悪 化 し、 北 朝 鮮 は逆 に米 国 を 「テ ロ集

団の 親 玉」(kingpinoftheterrorism)と 名 指 して批 判 し対抗 して い る。 そ

れ だ けで は ない。 昨 年12月 に は、北 朝 鮮 の船 と思 わ れ る 「不 審 船」 が 日本

の海 上 自衛 隊 に よっ て、 中国 の経 済 水 域 で 「撃沈 」 され たが 、北 朝 鮮 と友

好 関係 に あ る 中 国 は 、 「不 審 船 」 を引 き揚 げ て調 査 し よ う とす る 日本 に、

中国 の 主権 尊 重 を理 由 に船 体 の引 き揚 げ に反 対 の意 を表 して い て 、 日本 と

中国 は不 審船 に関 る立 場 が異 な って い る。

ま た、9月 同時 多 発 事 件 以 来 、 「テ ロの撲 滅」 と 「人 道 主 義 」 に対 す る

見 解 に は多 くの 国家 が賛 成 を表 明 し、 タ リバ ン政権 に対 す る攻 撃 に対 して

も支 持 して い たが 、そ の立 場 には 自国 中心 的 な動 機 が 強 く見 られ る。特 に、

中 国 の場 合 は、 中央 ア ジ ア少数 民 族 とチ ベ ッ トの 中 国 か らの分 離 独 立 運 動

を抑 圧 す る手段 と して 「テ ロの撲 滅」 とい う概念 が用 い られ るふ しが 強 い。

また 、米CIA長 官Tenetが3月19日 の 上 院 軍 事 委 員 会 にお け る公 聴 会 で

述 べ た よ う に、 「テ ロ作 戦 にお け る 日本 の 軍 事 的 役 割 」 を米 国 が 奨励 した

こ とを、 中 国 は 日本 の再 軍 事 化 を米 国 が支 持 してい る もの と見 な し、米 国

が 東 ア ジア地 域 にお い て 、 「中 国 の犠 牲 の下 で 、 影響 力 を強 め て い る」 と、

い う こ とで 米 国 に対 す る警 戒感 を持 っ てい る。

そ して 、 「人道 主義 」 の 尊 重 を主 張 す る米 国 との 間 に は 、 中 国 の反 体 制

人権 活 動 家 の抑 圧 問題 を め ぐって対 立 して い る。 こ う した 中国 の 立場 が鮮

明 に現 れ た の は 、2002年2月20日 に北 京 で 行 われ た 「江 沢 民 一ブ ッ シュ共

同記 者 会見 」(jointconference)で あ った。

この よ う な立 場 を とって い る 中 国 は、 有事 事 態 が 発 生 す る際 には 、北 朝

鮮 は 「悪 の枢 軸」 の0国 で あ る と主 張 す る米 国 を支 持 す る よ り も、 む しろ

「悪 意 の 敵対 政 策」(vicioushostilepolicy)を とって い る 「米 国 帝 国 主 義」

(Americanimperialism)と 闘 う と言 い つづ け る北 朝 鮮 を支持 す る可 能 性

が大 きい。 米 国 の 同 盟 国 と して の 日本 は状 況 認 識 の 点 で 米 国 とほ うぼ う同
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に基づ き日朝 国交正常化交渉の過程 で、 日本 も対応 しているかの ように思

われ る。

また、戦後 の 日本 にとって未解決の ままに残 っている問題 は、北方領土

の返還である。 日本 とロシア(ソ 連)と の北方領土返還 に関す る交渉の歴

史は、1951年 以来、平和条約 の締結 と共 に長いが 、北方領土 を返還 して も

らうために、 日本外交 に とって何 よ りも必 要なのは東 アジア国際環境 にお

ける安定 と平和の確保で ある。そのためには、東 ア ジアの国際秩序 の"急

激 な変革"で はな く、今 なお依然 と して残 っている 「冷戦体 質」 を平和 と

安定 を基盤 とす る 「平和体制」へ再編成 し、最近 目立つ ようになった新 し

い冷戦状態へ の潮流 を食 い止め ることであろ う。 この ような安定 した平和

的な国際環境 な くしては、 日本の国内 でい くら、いわゆる 「二 島返還論」

や 「四島返還論」 を議論 してみて も、北方領土の問題 を解決す ることには

繋が らない ように思 われ る。それは、最近、議論 されてい る北方領 土返還

に関す る 「モ リ(森)構 想」 とか、1951年10月19日 に行 われたサ ンフラン

シス コ条約 を審議 した 「衆議 院特別委員会」 で、西村熊郎条約局長が行 っ

た発言が蒸 し換 えて議論 されているこ とか らも察知 で きる。

また、人道主義 問題へ の対応 も 日本外交 におけ る大 きな問題 であ るが、

この問題 との関連で は、拉致問題 とテ ロリズム問題 の解決が重要であるか

の ように思われる。現在 、 日本人拉致 問題 の解決が 日朝 国交正常化交渉 に

重要 な懸案議題 になっているが、その解決は容易 なことではない。そ して、

日本 人拉致 問題 は、(従 来は 日朝 国交 正常化 交渉の重要 な問題 と して扱 っ

てなかったが)、 今や、交渉 における重要 な交渉項 目にな りつつあ る。

(2)東 ア ジアの 国際環 境 と 「新 冷戦 」 への回帰

2000年9月11日 のニュー ヨークにおける同時多発 テロ事件 やア フガニス

タンにおけるタ リバ ン政権の崩壊以後 、東 アジアにおける国際環境 も急変

してい る傾向 である。 まず、米朝 関係 を見 る と、 クリン トン前大統領時代

に見 られ た米朝 間の友好 ムー ドは ブ ッシュ政権 の下で次 第 に悪化 しは じ
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係が悪化す る と日朝 国交正常化交渉 も中断す る とい う傾 向が見 られ る。 し

たが って、 日本 の朝鮮半 島政策 は、端 に 日本の朝鮮半 島に対す る 「独 自の

政策」 によって遂行 される とい うよ りは、 日米同盟 に基づ く米国の アジア

政策 と密接 な連携 関係 を持 ちなが ら遂行 されてい る性 格が強 く見 られる。

したが って、 日本 の朝鮮 半島政策お よび東 ア ジア政 策 を研 究す る際 には、

米国のアジア政策 の考 察 を抜 きに しては考 え られない。しか し、ここで は、

共同研究 の中間的(暫 定 的)な 研 究の一環 と して朝鮮 半島お よび東 アジア

地域 に対す る 日本外交 を規制 す る諸要因 を概 括的 に考察 してみたいので、

米 国の東 アジア政策 に関 しては必要最小 限 に留めてお きたい。

(1)地 政 学 的要 因

脱冷戦時期 に入 ってい ると言 われる今 日おいて、イデオロギ.__.が持つ意

味が冷戦時期 の ように強 くはない と言 って も、い まなお否定する ことはで

きない。 しか し、 ここでは、 イデオロギーに・基づ く外 交政策 の遂行 よ りも

国家利益 を優先 している時期の入 っている とい う意味 で、 日本外交 におけ

るイデオ ロギーの果 たす役割 は暫 く保留 し、その反射 として行 われ る地政

学 的側面 と安全保 障の側面 について考察 してみ たい。

地政学的 な観 点で 日本外 交 に大 きな影響 を及ぼ しているの は、朝鮮半 島

お よび 日本の北方領土 の問題 であろ う。 まず朝鮮半 島につ いて考察 してみ

る と、 日本は13世 紀のモ ンゴルの来襲、19世 紀末 の 日清 ・日露戦争 をは じ

め として、朝鮮半 島 とは密接 な関係 を持 ち、今 日にお いて もそ う した関係

に変わ りはない。

特 に、今 日において は、地理 的な隣接 が 日本 の安全保障問題 と連繋 して

いて、その重要性 を大 き く増 してい る。 この こととの関連 では、北朝鮮 が

行 っている とい う 「核 開発」 と ミサ イル開発が地理的 に隣接 している 日本

に脅威感 を与 え、 日本 の対外政策の姿 勢に大 きな影響 を与 えている とい う

事 である。 もちろん核 開発問題 や ミサ イル開発 問題 は、米朝関係の懸案問

題 になってい るが 、 日本 に とって も大 きな問題 で、米 国 と同様 な共通認識
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6)ア ジア地域 へ の政 策 の調 整

7)航 空 輸 送 にお け るハ ブ ・ア ン ド ・ス ポー クの枠 組 み構 築

アジア地域 では 日本 をは じめ まだ不況か らの本格的 な脱却がで きていな

い。その中で新国際秩序 を構 築するには、完全 なプログラム を用意 してか

らの出発 でな く、着手 で きる案件 か ら部分的 にで も取 り組む とい う行動 こ

そが今 まさに必要 になってい る。

日本の朝鮮半島および東アジア政策

郷田正萬

は じめ に

1990年 以後 の脱 冷戦期 にお ける 日本 の対外 政策 は様 々 な側 面 において、

それ以前 にお ける政策 と異 なる点が多 く見 られ る。その政策の転換が最 も

鮮 明 に現れ たの は、1991年1月 か ら始 まった 日朝 国交正常 化交渉 であ ろ

う。

周知 の ように、韓 国 との国交正常化 は、14年 間 に亘 る正常化交 渉の結果、

日韓基本 条約締結 という形式 で1965年 に締結 されたが、北朝鮮 との国交正

常化交渉の開始 まで は、 日韓両 国の国交正常化締結後、 さらに26年 間 を待

たなければな らなか った。

しか し、世 界的 な規模 で展 開 され た冷戦 の崩壊 の新 しい状 況 に伴 い、

1991年 か ら1992年 まで開始 され 日朝国交正常化交 渉は、北朝鮮 の 「核 開発」

と関連す る問題で 第8回 の会議 を最後 に中止 され たが 、2000年4月 に平壌

で再開始 され、2000年11月 の第11回 の会議 を開催 した後 、再 び中断の まま

になっている。 こ うした 日朝国交正常化交渉の進行 を考察 してみる と、 日

本 の対北朝鮮政策 は核 問題 な どをめ ぐる米朝関係 の進展 と連繋 して進行 し

ているこ とが よ く分か る。つ ま り、米朝 関係が順調 に進行 して行 けば、 日

朝 関係 の正常化交 渉 も米朝 関係 に合 わせて順調 に進展 して行 くが、米朝関
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表22000年 の アジア主要国 人件 費比較

(単位=US$/1時 間)

日本

韓国

マ レー シア

イン ドネ シア

タイ

シンガポ ール

台湾

中国

5

0

2

5

5

9

0

5

2

1

α

2
1

1

t

総合評価 では中国製 に需要が殺到す るこ とか らも、競争力 を高めている現

状が明 らかであ る。

(7)日 韓産 業構 造 の再構 築

企業環境 で見 るか ぎり、アジアの経営資源 は 日韓か らすでに、アセア ン

と中国にその優位性 が移転 してい る。そ こで、 日本や韓 国は どの ような枠

組 みで新 国際秩序の構築 を図 ってい った らよいのであろ うか。 ここで は新

国際秩序 に関す るい くつ かの提言 を考察する。

1)ア ジア地域 をアセア ン10力 国 と日本 、韓国、 中国のいわゆるアセ アン

+3(ア セア ン ・プラス ・ス リー)で 設定す る。 これは現在 のア ジア諸

国の直接投資動 向か らも現実的 な地理 的枠組み設定であ ろう。

2)ア セア ン+3で の産業 ・製造業の再配置 を考 える。

3)人 材育成 に関する積極 的な協カ

ー般労働者の技能向上

管理能力の拡充

経営者 レベルでの密接 な交流

4)ベ ンチ ャー ビジネス育成への共 同事業

インキュベー タ ・プログラム

ベ ンチ ャーキ ャピタルの導入

5)基 礎研究への協力体制

費用 とリス クの共同分担
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日韓 のいずれ もが各 々の高度成長期 に重化学工業化 を志 向 し、社会資本

整備 や輸出産業へ と育 てて きた。今 まさに次 の主力産業 を立 ち上 げ、両 国

のみ な らず周辺 諸国 をAPECの 視 野か ら捉 えた市場 の形成 に向か うべ く、

政府間 レベ ルの情報 インフラ等の整備 を中心 とする政策協調 と、民 間企 業

間の競争促進が平行 して進め られる ときである。

(6)製 造業 に見 る 日韓 関係 を取 り巻 く企 業環 境

2000年6月 の南北朝鮮首脳会談 は、産業界 に も大 きな景気浮揚 の期待 を

もた ら した。2000年 にお けるアジア地域の生産面か らの状況 を数字でお さ

えてみる と、北東 アジアの政治環境好転の期待感 とは別 に、主要工業製品

特 に電気 電子機 器 におけ る生産数 量で は、中国 シフ トが明確 に見 て とれ

る。

表1か ら、主要5品 目の電気電子機器で は、 日本が シェア トップなのは

DVD、 韓 国では携帯電話である。それ以外の3品 目はいずれ も中国、アセ

ア ンに主要生産拠点が移転 してい る。 その主な理由は人件費格差である。

製造業 における競争優位 は単純 な人件費比較で はわか らない。そ こには

労働者 の熟練度や基礎教 育の水準、勤労意欲 な ど多 くの付帯的 な要素が関

係 するか らであ る。 しか し、近年 の中国製製 品の信頼性 は急速 に高 まって

きてお り、費用対効果す なわ ちヴァリュー ・フォー ・マ ネーで見 た場 合の

表12000年 アジア域内、主要品 目別の生産数量

(単位=万 台)

カ ラ ーTV

VCR

DVD

携帯電話

PC

日 本

4.6

6.50%

4.5

10.10%

s.7s

49.60%

50

31.10%

4

16.00%

韓 国

10

14.20%

4.55

10.20%

4.26

1.90%

63

39.10%

・ ・

22.7%

中国

1w

43.80%

X2.5

28.00%

2.9

21.30%

35

21.70%

10.3

41.20%

ASEAN

24.9

35.40%

23.1

5t70%

3.7

27.20%

13

8.10%

5

20.00%
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訴 た ものである。

日米韓の中で、 これか らもどの国の どの企業が次 の新製品の標準仕様 を

勝 ち取 るかは、熾烈 な競争 が続 くであろ う。その競争 は常 に資源配分 の効

率 を もた らす枠組の中で行 われなければ、競争相手 の企業では な く各 国の

消 費者 に とって不利 な状況 を導 くこ とになる。関係 す る政府 はその ような

枠組づ くりを明確 な方針の 中で示 し、民 間企業の活性化 を図ってい くこと

が重要である。

(5)ベ ン チ ャ ー企 業 の 育 成 協 力

日本 で はバ ブル経 済崩 壊 後 の不 況 の 中で 、 この数 年IT分 野 、 メデ ィア分

野 ・テ レコム分 野 で の成 長 企 業 が登 場 し、店 頭公 開 、上 場 を果 た して い る。

また2000年4月 か らの介 護 保 険 法 施行 を受 け て、 介護 分 野 で も企 業 の 参 入

が 相次 い で い る。

同様 の現 象 は韓 国 で もあ る。

月間設立数

2000年3月458社

4月543社

累 計6547社(韓 国 産業資源省 速 報値)

韓 国 のベ ンチ ャー企 業 の特 徴 は や は りイ ン ター ネ ッ トを中心 とす る分 野

で の創 業 で あ り、 累計 件 数 で は1998年 末 の3倍 強 にな っ てい る。

い わ ゆ るe一 ビ ジ ネス で は、 企 業 が 国 境 を超 えて販 売 な どの 事 業 活 動 を

行 うこ とは 当然 の こ とで あ る。企 業 が 開 くホ.___ムペ ー ジ は、 決 して大 企 業

だ けの もの で は な く、 む しろ広 告 や ダイ レク トメー ル を行 う経 費 の な い企

業 に こそ ビジ ネ スチ ャ ンスが 舞 い込 んで くる。 従 来 か らの系 列 や商 慣 行 に

捕 わ れず 、 よ り良 い もの を よ り安 く提 供 で きる企 業 には 世 界 中 か ら注 文 が

届 く。

企 業 ベ ンチ ャー企 業の 育 成 に関 しては 、日本 国 内で投 資 先 の ない資 金 が 、

創 造 性 に富 み 開発 力 に優 れ た企 業 へ の投 資 家(エ ンジ ェル)と なれ ば 、 ま

さに次 世 代 へ 向 け た新 産 業 の育 成 に なろ う。
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一括教育 は何 らかの成果 をあげてい るものの、経営幹部 の育成 には時間 も

予算 もか けていない。一方韓 国の企業では、選抜 された一部のエ リー トグ

ループに対 し、十分 な予算 と人 を割いて留学 な ども含む教育研修 を実施 し

ている。 これか らさらに人材 が何 よ りも重要な生産要素 となるので、人材

開発 の経験や ノウハ ウな ども、特定 国が資産 として抱 え込むのでな く、 こ

れ らの蓄積 され た ものは共有 して、人作 りに協力 しなが ら役 立ててい く必

要がある。

(4)競 争 条件 を整 え る民間 部門

政府 間での政策協調が ある一方 で、民間部 門では より一層 の競争が資源

配分 を高 め、企 業の経営意欲 を動機付 けるこ とになる。企業 の論理 はすで

に先行 しているの は通常 であ り、IBMの 一般ユ ーザー向け最高仕様のパ ー

ソナル ・コンピュー タは、既 に韓 国で生産 され 日本市場で販売 されてい る。

す なわち企業は、最適生産拠 点戦略の もと、 よ り良い もの をよ り安 く調達

で き、消費地への輸送搬送 に適 した生産の ロジステ ィックス を考 えるので

あ る。その ような拠点展開が市場原理で行われ、競争要因が高め られ るよ

うな条件整備 こそが政府 の役割であろ う。競争制限的な企業行動 にこそ政

府 は注意 を払い、 自由競争が維持 され ることが何 よ りも重要であ る。

しか し、今 日脚光 を浴 びてい るIT(情 報技術)関 係 の場合 には、社会資

本投資が莫大 にな り、公共性が高 い分野で もあるので、慎重 な対 応が必要

になる。す なわち一企業が開発 した仕様 が ローカル ・ス タンダー ドとして

使 われてい くうちに、業界標準 のデ ファク ト ・ス タンダー ドになる。 これ

が世界標準 のグローバ ル ・ス タンダー ドになるに及 んで、企業 の支配力は

圧倒 的 なものになろう。従来の 自動車 や家電 な どが、 さまざまな意匠や工

夫で大企 業のみ な らず 中堅 ・中小 企業 の市場参入 を可能 な らしめてい たの

に対 し、IT分 野 で は大 きい企 業 は よ り大 き くな る仕組 み を持 ってい る。

2000年4月 に一審 に敗訴 したマイ クロソフ ト社 の閲覧 ソフ トのOSと の組

み合 わせ販売 は、アメ リカ司法省がそ の市場支配力 に対 す る警告 として提
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に必 要 と され る公 的資 金 の 追 加 注 入 も42兆 ウ ォ ン(約370億 ドル)に 達 す

る とい わ れ て い る。 この 結 果 、 い わ ゆ る不 良債 権 比 率 は ピー ク時 の20-

30%か ら、 昨年 末 で11.3%ま で低 下 して きた。 不 良債 権 比 率 の低 下 は、 タ

イの38.6%や イ ン ドネ シア の32.8%に 比 べ て も大 き く低 下 し、安 定 方 向 に

向 か っ て い る。(図1)事 実 、 金 融 機 関 の 数 で 見 て も、1997年6月 に は26

社 あ った都 銀 ・地銀 が2000年4月 に は17社 に減 って お り、総 合 金 融 会社 も、

同 じく1997年 の30社 か ら14社 に激 減 した。 この よ う な不 良債 権処 理 は 自国

の経 済発 展 の ひず み を膿 と して 出す だ けで な く、諸 外 国 の信 頼 を高 め て貿

易 や投 資 を呼 び戻 す もっ と も確 実 な手 段 で あ る。

(3)日 韓 の政 府 間協 力

日本 と韓 国は地理的 に最 も近い関係 であ りなが ら、歴 史的 に複雑 な課題

を抱 えて きた。 しか し金大中大統領就任 後、 日韓 関係が大 きく新 たな段階

に入 った ことは特筆すべ きことで あろ う。政府 間の関係 において も、過去

の諸 問題 に一定の確認 を した後、今後両国関係 をどの ように構築すべ きか

を考 えていこ うとい う、 きわめて建設的 な方針が貫かれている。 あたか も

朝鮮半 島の南北関係 に対 して、太陽政策 をとるご と く、前 向 きの積極的 な

協力関係 を議論 する段階 に入 った。その場合、 日韓関係 を2国 間だけで考

えるのでな く、 太平洋 をは さんだアメ リカ も含 むAPECの ような枠組 で考

えることが必要である。政府 間 レベ ルでは、貿易 ・投資 の促進 だけでな く、

IT(情 報技術)の 動 向 をに らんで、 日米韓3力 国の枠組 を考 える と、太平

洋 を跨 いだ地域統合が形成 で きる。 その中で情報通信、人材 育成 な ど進め

てい くことで、 よ り現実 的な連携 が可能 になろ う。APECの 人材育成部会

では、指導者 を養成 する トレイナーズ ・トレイニ ングを行 った り、経営幹

部や管理者の育成プ ログラムの比較 を通 じて、先進事例 か ら後発国が学ぶ

ことも出来 る。 この場合 の先進あ るいは後発 は、一 人当 り国内総生産では

か な らず しもな く、 日本 が経営者 の人材育成ではか な り遅れ てい ることも

事実で ある。 日本企 業の多 くで は、新 入社 員か ら実施 されている階層別 、
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国会で取 り上げ られたいわゆる旧住宅専門会社(住 専)の 事例 に似 てい る。

日韓いずれの金融当局 も、韓 国の総合 金融会社 と日本 の旧住専 に対 し、資

金供給 を制限 しきれなか った ことは共通 している。特 に韓 国では財 閥グル

ープの会長室権限が強大で、チ ェ ック ・アン ド・バ ランスが効 かなかった。

また財閥内の各企業の経 営の 自立性確保が重 要な課題 として指摘 されてい

た。 これ ら財 閥の内包 す る諸 問題 は、IMF(国 際通 貨基金)の 融資 条件

(コ ンデ ィシ ョナ リテ ィ)で ある。金大 中大統領就任直 後の クリ ン トン ・

アメ リカ大統領 との ワシン トンにおける会談で も、融資条件の早期 の完全

実施が確認 された。 これ を契機 に欧米の積極的 な金融機 関や投資家は改 め

て韓国の成長性 に着 目し、少 しずつ韓 国市場 に戻 りつつ ある。

(2)ア ジア経 済危機 後 の韓 国 の現 状

IMFの 融資条件 を実施 する ことは、公的部 門の縮小、公共投資 の圧縮だ

けで な く、民 間部 門へ の影響が大 きかった。1999年 末 までに、金融期 間健

全 化の ための公的資金 は64兆 ウ ォン(約562億 ドル)に のぼ り、2000年 内

図1ア ジア4力 国の不 良債券 比率(%)
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向 け て の基 盤 が 形 成 され る と考 え られ る。 もちろ ん、 そ の なか で 日本 国 内

の産 業 や 雇 用 ・職業 な ど を どの よ うに再 編 して い くか とい う困難 な問題 も

あ る。 しか し、 問 わ れ て い る の は 日本(人)の 主 体 的 な姿 勢 で あ り、 そ れ

な く して は 「ズ レ」 の 克服 も新 た な関 係 の構 築 も困難 とな ろ う。

「東アジアの戦略的提携の構築」日韓産業構造の一考察

田中則仁

(1)ア ジア の経済 環境

1997年7月2日 の タイ ・バ ーツの ドル ・ペ ッグ制離脱 を契機 に発 生 した

いわゆ るアジア経済危機 は、過去20年 間の アジア諸 国の成長の ひずみ をさ

ま ざまな面 で顕在化 させ た。 アジア経 済危機 の本質 は国 に よって異 な り、

この3年 間における回復過程 に も基本 的な違いが見 て取れ る。

タイでは1980年 代 か らの急速 な経済成長 と社会資本整備の立 ち遅 れに よ

る格差がお こ したボ トル ネ ック現象が道路 の渋滞 など として有名であ る。

この度 の危機で は制度 の問題が金融面で もみ られ、欧米短期資本 の流入 に

対 して有効 な通貨金融 政策 を処方 し得 なかった ことが問題 を引 き起 こし深

刻化 させ た。 イン ドネシアではスハ ル ト元大統領の長期政権 に よる政治腐

敗 が人心 の荒廃 を もた ら し、規律 の低 下が生産性の回復 や経済成長 に も未

だ先行 きの見 えない不確実性 を もたら し、メ ガワテ ィ政権 にの しかか って

いる。

韓 国においては、財 閥(チ ェボ ル)の 経 済構造 におけ る支配力が 、経済

主体 に強い不 透明感 を与 え、市場の活性化 や競争圧力 を削 いで きた。財 閥

(チェボル)は これ まで韓国 の経済発展 の大 きな牽引力 とい う役割 を果 た

し、1970年 代 以降80年 代 には国内総 生産の拡大 と6大 重点産業 の発展 に大

き く寄与 して きた。 しか し、韓国の都市銀行や地方銀行へ の金融監督当局

の厳 しい監視 をのがれ る ように、総合金融 会社が資金の供給者 として金融

資本市場の撹乱 要因になってい った。 この経緯 に関 しては1996年 に 日本の
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問題 や 朝 鮮 半 島情 勢 に よ って 、 「自国 の 防衛 力 増 強」 を意 識 して い る点 が

目立 つ 。 しか し第2に 、 「相 互 理 解 」 や 「地 域 的 な安 保 体 制 」 もあ が って

い る点 に も注 目すべ きで あ ろ う。 この点 で 、 日本(人)が 先 にみ た 日本 に

脅 威 また は不 安 を感 じる隣 国 民 の心 情 を考 慮 しなが ら、北 東 ア ジア地 域 に

お け る安 全 保 障 の枠 組 み形 成 に どの よ うにか か わ って い くの か 、 が課 題 と

して生 じてい る とみ られ る。

(6)問 わ れ る 日本(人)の 主 体 性 一 「ズ レ」 の 克 服 に む け て

以 上 、朝 日新 聞 社 に よ る2つ の調 査 結 果 を手 が か りに して、 日 ・中 ・韓

3か 国 の 国民 の意 識 を比 較 して きた。

そ の比 較 を通 じて な に よ りも注 目すべ き点 は、 日本(人)と 中国(人 〉、

韓 国(人)と の 間の 「ズ レ」 で あ ろ う。 も ちろ ん、 こ う した 「ズ レ」 は通

常 同一 国民 の 間で も生 じて い る こ とで あ っ て 、 ま して や他 国 民 間 で は 当然

の こ と、 と考 え る こ と もで きよ う。 しか しに もか か わ らず 、 この 「ズ レ」

は 「歴 史 問題 」 に対 して も、 深 ま りつ つ あ る経 済 関係 に対 して も、 さ らに

北 東 ア ジ ア地 域 にお け る安 全 保 障 問題 に対 して も生 じてお り、 い わ ば構 造

的 な性 格 を もつ と思 われ る 。 しか し、多 くの 日本 人 は通 常 こ う した 「ズ レ」

を意 識 化 あ る い は対 象 化す る こ とは少 な い。 あ るい は場 合 に よって は 、 こ

う した 「ズ レ」 の意 識 化 が 自己 を破壊 す る か も しれ ない とい う恐 怖 を敏 感

に感 じと って 、 タ ブー化 して い るの か も しれ ない 。 しか しいず れ にせ よ、

「ズ レ」 を意 識 化 しな い で放 置 す れ ば 、 日本(人)は 孤 立 を まぬ が れ な い

だ ろ う。

もちろ ん、意 識化 す れ ば 「ズ レ」が 克服 され るわ け で は な く、 日本(人)

の主 体 的 な努 力 が 必 要 と され る。 そ れ は 一 言 に して い えば 、 明 治以 来 の

「脱 亜 入欧 」 や そ の戦 後 版 的性 格 と冷 戦 下 の性 格 をあ わせ もつ 「脱 亜 入米 」

か ら 「入亜 入欧 米 」 へ の転 換 で あ る。 い い か えれ ば 、米 国一 辺倒 あ る い は

米 国 依存 か ら脱 して 日本(人)独 自の 姿勢 を もつ こ とで あ る。 こ う した 日

本(人)独 自の姿 勢 あ るい は 主体 性 を もつ こ とに よっ て 、 「ズ レ」 克 服 へ
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が64%と 群 をぬ い て多 く、 中 国人 で は 「米 国 一極 支 配 」50%、 「中台 問題 」

41%、 「日本 の軍 事 力 の 拡 大 」33%、 韓 国 人 で は 「朝 鮮 半 島情 勢 」64% 、

「日本 の軍 事 力 の拡 大 」31%、 と回答 され て い る(2つ の選 択 回答 で 数値

は選 択 肢 ご との もの)。01年 の調 査 で も、 これ とはや や 異 な る設 問 の仕 方

を して い る が 、 軍 事 的 に 脅 威 を感 じる 国 と して 、 日本 人 で は 「北 朝 鮮 」

43%・ 中 国 人 で は 「米 国」69%、 「日本 」20%、 韓 国 人 で は 「北 朝 鮮 」

50%、 「日本 」30%、 とほ ぼ 同様 の結 果 とな っ て い る(1つ の選 択 回答)。

以 上 の 結 果 か ら明 らか な よ う に、 第1に 、 日本 人 と韓 国 人 で は 「北 朝 鮮 」

を中心 と した朝 鮮 半 島情 勢 、 中国 人 で は米 国あ るい は中台 問題 とか か わ る

米 国、 とい うよ うに 各 国民 を と りま く固有 の 状 況 をあ げ て い る。 しか し第

2に 、 これ とと もに 中国 人 、 韓 国 人 と もに 「日本」 をあ げ てい る点 が注 目

され る。

と くに後 者 とかか わ って 、多 くの 日本 人 は 、 中 国人 、 韓 国 人 が 日本 に脅

威 あ るい は不 安 を感 じて い る点 につ い て 、意 外 な思 い をい だ くか も しれ な

い 。 しか し、 この 点 につ い て は、 す で に99年 調 査 で 「日米 防衛 ガ イ ドラ イ

ン関連 法 」 の 設 問 で 、 日本 人 で は 「抵 抗 感 が あ る」40%に 対 して、 韓 国 人

で は53%あ った こ と、 また01年 の調 査 で 「テ ロ対 策特 別 法 」 に よる 自衛 隊

の 海 外 派 遣 に対 して 、 「不 安 を感 じる 」 が 韓 国 人 で は57% 、 中 国 人 で は

61%あ る こ とを考 慮 す れ ば、 この点 で も また 「ズ レ」 の存 在 を指摘 で きる

だ ろ う。

こ う した 「ズ レ」 をか か え なが ら、 「ア ジ アの 平 和 と安 全 保 障 に とっ て

大切 な もの」 とい う99年 の調 査 で 示 され た 回答 は次 の 通 りで あ る。 日本 人

で は 、 「核 廃 絶 へ の 努 力 」50%、 「国 連 の 機 能 強 化 」47%、 「相 互 理 解 」

45%、 「地 域 的 な安 保 体 制」39%、 韓 国人 で は、「自国 の 防衛 力増 強」49%、

「相 互 理 解 」48%、 「国連 の機 能 強 化」47%、 「核 兵 器 に よ る抑 止 」38%、

「地 域 的 な安 保 体 制 」39%、 中 国 人 で は 、 「国 連 に よ る機 能 強 化 」58%、

「自国 の 防衛 力増 強」56%、 「相 互 理 解 」47%、 で あ る(3つ 選択 で 数値 は

各 選択 肢 ご との もの)。 以 上 の結 果 か ら、 第1に 中 国 人 や韓 国 人 で は 中台
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回答 して い る ので あ る。 少 な くと も中 国 人 ・韓 国 人 の 国民 の 意識 の レベ ル

で は、 日本 は 「置 い て き堀 」 に され て お り、 か わ って ア メ リカ に期 待 が 寄

せ られ た り、 また韓 ・中の 関係 強 化へ の期 待 が 目立 つ 。経 済 の分 野 にお い

て も また、 日本 人 と中国 人 ・韓 国 人 との 間 の 「ズ レ」 が 生 じてい る とい っ

て よい だろ う。

そ して、 この 「ズ レ」 を、 実際 、多 くの 日本 人が 実 感 しつ つ あ る、 と も

い え よ う。 一 方 で は90年 代 の経 済 危 機 あ るい は低 迷 の なか で 自信 喪 失状 態

にあ り、他 方 で は中 国経 済 の 高度 成 長 をみ て い る か らで あ る。 と くに後 者

の 中国 経 済 の成 長 が 単 に 中 国 内部 の こ と と して す ま され る わ けで は な く、

中小 企 業 を含 む企業 の工 場 移 転 、 そ れ に伴 う 日本 国 内 の産 業 空洞 化 や失 業

増 大 な ど、 日本 の経 済 に い わ ばマ イナ ス の影 響 を与 えて い る こ とを実 感 し

つ つ あ る、 とい って よか ろ う。 日本 と中 国 ・韓 国 との問 で経 済 関係 の強 化 、

一 体 化 が進 む な かで 、3か 国 の経 済 関係 の あ り方 とそ れ に伴 う 日本 国 内の

再 編 成 とが 連 動 す る とい う問題 に対 して、そ の見 通 しを得 られ ない こ とに、

多 くの 日本 人 は不 安 や イ ラ立 ちを感 じて い る。 そ こか ら 「中 国脅 威論 」 も

生 じて くるの であ る。

こ う した影 響 もあ っ て 、01年 の調 査 で3か 国 がEUの よ うな経 済面 で結

びつ きが で きるか とい う設 問 に対 して 、 日本 人 で は 「で きる と思 う」12%、

「そ うは思 わ ない」71%と な っ てお り、 中 国 人 の 各 々32%、68%、 韓 国 人

の 各 々33%、67%、 と比 べ て否 定 的 な意 見 の 多 さが 目立 つ 。 もちろ ん、 中

国 人 、韓 国 人で も否定 的 な意 見 が 多 いが 、 日本 人 以上 に 、 この2か 国 の 間

で の 関係 強 化 が 進 む基 盤 が 少 な く と も国民 の 意 識 の上 で 生 ま れつ つ あ る 、

と考 え られ よう。

(5)安 全保 障 に対 す る意識一 高 まる 日本 への警 戒

次 に軍事 関係 を中心 とした安全保 障に対す る意識 をみるこ とに しよう。

まず、 アジアの安全 をおびやかす要 因 として何 をあげているかが問題 と

なるが、99年 の調査結果 は次 の通 りである。 日本 人で は 「朝鮮 半 島情 勢」
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姿 勢(心 理 的 な もの を含 め て)に あ る、 と考 え られ る。

(4)経 済 分 野 に お け る3か 国 の 関 係 強 化 と高 くな い 日本 評 価

「歴 史 問題 」 に対 す る韓 国 人 ・中 国 人 と 日本 人 との間 の 「ズ レ」 が 各 国

民 の意 識 の 内容 に大 きな影響 を もた ら してい るが 、一 方 で は経 済 な どの分

野 で3か 国 の 関係 の 深 ま りが み られ る の も事 実 で あ る。 こ う した状 況 が 、

01年 の調 査 結 果 に も現 わ れ て い る とみ て よい だ ろ う。 す なわ ち、今 後3か

国 で 関 係 を深 め た ら よい と思 う分 野 で は 、 と も に 「経 済」 をあ げ てお り、

他 の 選択 肢 を引 きは な して い る(日 本73%、 韓 国80%、 中 国66%)。 この

経 済 分 野 で の 関係 強 化 に対 す る期 待 の 中で 、 と くに中 国 に注 目が 集 ま って

い る。 日 ・韓 ・中 ・米 の うち今後10年 間で経 済 が もっ と も成 長 す る国 と し

て、3か 国 と も 「中国」 をあ げ てお り(日 本 で は64%、 中国 で は76%、 韓

国 で は78%)、 ま た10年 後 に ア ジ ア で もっ と も影 響 力 の あ る 国 と して も

「中国 」 をあ げ て い る(日 本 で は54%、 中国 で は82%、 韓 国で は74%)。 中

国 人 は 「改 革 開 放」 以後 の経 済 成長 に 自信 を もち 、 日本 人 と韓 国 人 は景 気

回復 の テ コ と して 中国 に注 目 して い る とみ られ よ う。

しか し、 こ う した経 済 で の3か 国 の 関係 強 化 が期 待 され る なか で 、 中 国

人 ・韓 国 人 の 日本 へ の 期待 や 評 価 は高 くな い 。99年 の 調 査 で 、 「これ か ら

の ア ジ アの経 済 に とっ て、 日本 、 ア メ リカ、 中 国 の うち、 どの 国 の影 響 力

が 強 い のが 望 ま しいか」とい う設 問 に対 す る 回答 が そ れ を物 語 っ てい よう。

日本 で は 「米 ・日 ・中」35%、 「日 ・米 ・中」22%、 「日 ・中 ・米 」16%で

あ るの に対 して 、韓 国 で は 「米 ・日 ・中」 が35%あ る もの の 、 「米 ・中 ・

日」24%、 「中 ・米 ・日」15%が 目立 つ 。 中 国 で も 「中 ・米 ・日」27%、

「中 ・日 ・米 」22%、 「米 ・中 ・日」15%、 とな っ てい る。 日本 人が い だい

て い る期 待 あ るい は 自己評価 よ りも、韓 国 人 や 中 国人 は低 く評価 して い る。

こ の傾 向 はOl年 の 調 査 結 果 に も現 わ れ て い る。 「中 国 に とっ て 、経 済 の上

で 、今後 、関係 を深 め た ら よい と思 うの は 日本 、 ア メ リカ、韓 国 の どれ か」

とい う設 問 に対 して、 中 国 人 自身 、 ア メ リカ58%、 韓 国27%、 日本15%と
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調 査 で は 、 日本 人 で は 「決 着 した」23%、 「決 着 して い ない 」70%で あ る

の に対 して、 韓 国 人で は実 に94%が 「決 着 して い な い」 とな ってい る。調

査 デ ー タは な い が 、 中 国 人 の 場 合 も韓 国 人 と同様 の傾 向 が み られ る だ ろ

う。

しか し、 この 「ズ レ」 は単 な る数 量 的 な問題 で は な く(日 本 人 で も 「決

着 してい な い」 が70%あ る)、 そ の理 由 こそ が 問題 なの で あ る。99年 の調

査 で は 、 「決 着 して い な い」 と認 識 して い る韓 国 人の 場 合 、 「過去 に対 す る

謝 罪 が 十 分 で な い」35%、 「歴 史認 識 や教 科書 の記 述 に問題 が あ る」23%

が注 目 され るの に対 して 、 日本 人 の場 合 は 同 じ選択 肢 で は20%、13%で あ

り、10ポ イ ン ト以 上 の 差 が み られ る。 そ して 、 こ う した 「ズ レ」 が 「過 去

の 問題 につ いて 、 日本 が 一番 力 を入れ るべ きだ と思 うの は 、どん な こ とか」

とい う問 題 に も 「ズ レ」 を生 じさせ るの で あ る。 韓 国人 で は 「被 害 を与 え

た 国 に対 す る心 か らの 謝 罪」42%、 「被 害 者 へ の金 銭 的 な補 償 」18%、 ま

た 中国 人 も同 じよ う に各 々39%、19%で あ るの に対 して、 日本 人 で は 「謝

罪」 が20%あ る もの の 、 「過 去 に と らわれ な い新 た な関係 作 り」41%、 「ア

ジ アへ の積極 的 な貢献 」21%、 とな って い る。

以 上 の調 査 結 果 か らみ る と、 日本 人 の意 識 の特 徴 は 、 その 大 半 が 「歴 史

問 題」 に対 して 「決着 して い ない」 と認 識 しなが ら、 同時 に 日本 が::力

を入 れ るべ き点 と して 「過 去 に と らわ れ な い新 た な協 力 関係 作 り」 や 「ア

ジアへ の積 極 的 な貢献 」 とが 並 存 して い る こ とで あ ろ う。 しか し、韓 国人

や 中 国 人 か らみ れ ば 、 こ の並 存 こ そ 日本 人が 「歴 史 問題 」 に真 剣 に向 き

合 ってい ない状 況 を示 す 、 とい え よ う。 す な わ ち 、 日本 人 の多 くが 「歴 史

問題 」 に対 して 「決 着 して い な い」 と考 える な らば、 まず もって 「心 か ら

の 謝 罪」 や 「補 償 」 「歴 史教 育 の 充 実 」 をす べ きで あ っ て、 これ を欠 い た

「新 た な 関係 作 り」 は あ りえ ない 、 とみ て い る だ ろ う。 したが っ て、 そ れ

を欠 い た 日本 人 にお け る並 存 状 況 に対 して 、韓 国 人や 中国 人 は不 信 を もつ

とい って も よか ろ う。 こ う した 「ズ レ」 を もた らす 最 大 の原 因 は 、歴 史 問

題 に対 して 「決着 して い ない 」 と考 え る理 由(認 識 根 拠)と そ れ に対 す る
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(2)各 国(民)に 対 す る包 括 的 な意 識 一 中 ・韓 の 「嫌 日」 意 識

まず は じめ に、 日 ・中 ・韓 の 国民 が 各 国(民)に 対 して持 っ てい る包括

的 な意 識 をみ る こ とに しよ う。 そ の端 的 な現 われ で あ る 各 国(民)に 対 す

る 「好 き、嫌 い」 意 識 は、99年 の調 査 で は、 韓 国(人)に 対 す る 日本 人 の

場 合 、 「好 き」13%、 「嫌 い」12%、 「どち らで もな い」72%で あ り、 逆 に

日本(人)に 対 す る韓 国 人 の場 合 は、 「好 き」10%、 「嫌 い」43%、 「どち

らで もな い」48%、 で あ る。 しか し、01年 の調 査 で は、韓 国(人)に 対 す

る 日本 人 の場 合 、 「好 き」21%、 「嫌 い」15%、 「ど ち らで もな い」61%、

と 「好 き」 が 増 加 して い る が 、逆 に 日本(人)に 対 す る韓 国 人 の場 合 は、

「嫌 い 」 が57%と な り、 日本 人 と は逆 の 様 相 を呈 して い る。 ま た 、 中 国

(人)に 対 す る 日本 人 の場 合 、 「好 き」19%、 「嫌 い」16%、 「どち らで もな

い」62%で あ り、 そ の 逆 の場 合 は、 「好 き」13% 、 「嫌 い」62%、 「どち ら

で もない」23%、 とな って い る(中 国 人 の場 合 は 、01年 調 査)。

以 上 の調 査 結 果 か ら も明 らか な よ うに、 日本(人)に 対 す る中 国 人 ・韓

国 人 の包 括 的 意 識 の特 徴 は 、根 強 い 「嫌 日」 意 識 で あ り、01年 の調 査 で は

そ の高 ま りが み られ た点 で あ る。 と くに01年 で は、 歴 史教 科 書 の検 定 や小

泉 首 相 の靖 国神 社参 拝 問題 が 大 き く影 響 してい る こ とは まちが い ない だ ろ

う。 これ に対 して、 中 国(人)、 韓 国(人)に 対 す る 日本 人 の 意 識 の特 徴

は 、 「ど ち ら で も な い 」 が 大 半 で あ る 点 に あ り、 こ れ は 戦 後 、 中 国

(人)・ 韓 国(人)に 対 す る 「好 き ・嫌 い」 の思 い や そ の 表現 が 一 種 の タ

ブ.__.とな って い る こ と と無 縁 で は な い とい って よか ろ う。 そ して 、 こ う し

た意 識 は 日本 人 の 「欧 米志 向」 や 「一 流 国」 意 識 と根 底 で つ なが っ て い る

と も考 え られ よ う。

(3)「 歴 史 問題 」 に対 す る 「ズ レ」一 日本(人)へ の不 信感

中国人 ・韓国 人の 「嫌 日」意識 の基底 には、戦前の 日本(人)の 侵略戦

争 や植民地支配 に対す る抗議 と戦後 の 日本人の この問題 に対す る向 き合い

方 を含 む 「歴史問題」への 「未決着」 とい う認識 があろ う。実際、99年 の
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得 られ そ うな い くつ か の資 料 に触 れ て きた。今 後48年 ～49年 につ い て も同

様 の作 業 を行 い、 早 急 に論 文 の 形 に ま とめ る こ とで 、 国共 内 戦 の激 化 、 中

華 人 民 共和 国 の成 立 と続 く過 程 で そ の後 しば ら くは封 じ込 め られ る こ とに

な っ た戦 後 直 後 の 中 国人 の 日本観 を明 らか に したい と考 えて い る。

日 ・中 ・韓の国民間の意識の比較

横倉節夫

(1)相 互 比 較 と相 互 影 響

日 ・中 ・韓 の 国民 が そ れ ぞ れ の 国(民)を どの よ うにみ て い る のか を比

較考 察 す る場 合 、2つ の レベ ル で の 各 国(民)間 の相 互 影響 を考 慮 す る必

要 が あ る だ ろ う。 第1は 過 去 か ら現 在 へ の 歴 史 的時 系 列 的 な相 互 影 響 で あ

り、 と くに 日本(人)が 中 ・韓(お よび 台 湾 ・北 朝 鮮)の 国 民 に対 して

行 っ た戦 前 期 や また1980年 代 以 後 の 諸 政 策 、 行 為 を ぬ くこ とは で きな い。

第2は 、 こ う した 日本(人)の 諸 政策 、行 為 が 中 ・韓 の 国民 の 生活 と意識

に直接 影 響 を与 えて い る と して も、 そ れ ぞ れの 国 の 内部 で の政 治 と くに政

府 の 政策 、歴 史教 育 の あ り方 、経 済 あ るい は企 業 の方 針 、メ デ ィア の姿 勢 、

さ らに諸 団体 の 運 動等 が相 互 に影 響 を与 え あい なが ら、 国民 の意識 をつ く

りあげ て い る点 で あ る。

本 来 な らば 、 こ う した2つ の レベ ル で の 相 互 影 響 の 分析 の上 に立 っ て

日 ・中 ・韓 の 国民 の意識 の比 較 を行 うべ きで あ るが 、 以 下 で は朝 日新 聞 の

行 っ た調 査 結 果 を手が か りに若 干 の特 徴 を記 す こ と とす る。

注)こ こで使 用 した朝 日新 聞 に よる調 査 とは、1999年9月 と2001年11月

に行 っ た もの で あ る。 デ0タ ー は、99年9月 につ い て は 『朝 日総研 リポ ー

ト』No.141、Ol年11月 につ い て は01年12月25日 『朝 日新 聞 』 に記 載 の もの

を使 用 した。
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されていれば、そ こに盛 り込 まれた内容 か らして、当時 の 日本観 を知 る上

で貴重 な資料 を提供 し得 る もの となったろ うが、その他の関連雑 誌の発刊

の有無 を含めて今後の検索 を必要 とする。

47年 には、 日本の中国研究所か ら出 された 『中国研 究所所報』1～10号

が あ り、中国での 日本問題研 究の動 向 を紹介 してい る以外 に、当時の 中国

人の 日本へ の強い まな ざ しを感 じる現 地 レポー トも載 ってい る。例 えば、

その7号 に作家 謝泳心の 「戦後 における中国青年婦人 の 日本への関心」 と

題す る報告 があ り、その 中で謝 は、一時帰 国の折 りに各地 を回 って 日本 の

状 況 を紹 介す る と、彼 女が 日本の ことを話 す行為 自体 に 「なん と出 しゃば

りな女だろう」との反応があ り、特 に南京 では対 日感情の険 しさを感 じた、

それは、「なん とい って も、 あの南京城攻 撃の際 に、 日本軍が南京 の市民

に加 えた鬼畜 に も等 しい殺鐵行為 に対す る、悪夢 の ような記憶が原因 して

いるようであった」 と述べている。

また、発行 は48年 であるが、内容 は46、7年 時点の中国 にお ける日本理

解 を概括 的に紹 介 してい る 『中国の 日本論』(中 国研究所編 、潮流社)が

あ る。前述 の平野義太郎 を含 む7人 の中国研究者 と日本問題研究者 であ る

中国人謝南光が執 筆 してお り、3年 来中国では 日本 を どう見 て きたか を知

る上で は誠 に便利 な本である。

さらに現在、筆者 は上海で当時発行 されていた 『文 匪報』 か ら関連記事

を集めつつあ る。単行本 もさが している ところだが、例 えば47年 発行 の王

芸生 『日本半 月』 には、賠償 問題 に一節 を設けて、当時 日本か ら何 をどの

位賠償 させ るかを国際的 に論 じてい る状 況 を紹 介 し、 それ は中国が と りわ

け注 目すべ き問題 だ としている点が興味 を引 く(な お、 中国 における当時

の賠償問題 についての議論 の経緯 は、股燕軍 『中 日戦争賠償 問題』御茶の

水書房、96年 刊 に詳 しい)。

(4)小 結

これ まで 、45年 夏 か ら47年 まで の 中 国 人の 日本観 を知 る上 で 手 が か りを
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ているの は国際問題研 究者の宙郷であ る。彼 の書 く 「消 えや らぬ疑惑」 に

は、「投 降後 の 日本 は口中蜜だ らけに して、中国に対 し"中 国を討 ったの

は、全 く仮借 の余 地 な き錯誤で ある"と か、"今 後 の中 日は必ず 親善合作

せ ねば な らぬ"… とか甘 い事 ばか り」言 ってい るが、「その実、 日本

人 は心 中依然 として中国 に対 し驕慢 であ り、軽 蔑 して居 る」、冷 静 に現状

を観 察 してみ る と、「日本 の統 治者及 び一般 人民が … なお敗戦の教訓 を悟

らず、侵略 の正義 と和平 に反す る もの となるこ とを悟 って居 らない ことは

明 らかであ る」 と記 している。作者 は敗戦後1年 の 日本 の動 きか ら、上 の

ご と くに読 み取 ったのである。 また、 これほ どには辛口でない石決明 「日

本 の乞食 と中国の 三」中にも、「私 は どっちか といえば神経質の方である。

日本天皇 と"満 州 国"皇 帝 との握手、東条 と注精衛 との握手 な どの写真 を

見 る と、 ど う も前 者 が後 者 を見 下 して 、対 等 的 な感 じは少 しも起 らな

い … 当時 日本天皇や東条 の!'儀 や注精衛 に対 す る気持 ちがマ元 帥の場合

まで行 かな くて も 勿論行 く筈 は無 いが一 多少 で も対等 的な気持 ちが

あ った ら、戦争 は幾分 か延 び得たであろ う」 と書 くのは、戦後のマ ッカー

サ ーへ の屈従 的な態度 と比較す る形 において、歴史の真実 を突いた指摘 と

い うこ とがで きる。 なお、 この 「対 日箴言集」 については後 にふれ る 『中

国 の 日本論』 中の平野義太郎 「中 日新 関係樹立の前提一新 中国はいかに 日

本 をみ、要望 するか」が詳 しく紹介 していて、 日本の一定 の読者が当時読

んで注 目 していた可能性 をうかがわせ る。

後者 は、 日本 問題 を研 究する専 門雑誌 と銘打 って8月15日 付で改造 出版

社一 おそ ら く先の 日本語雑誌 『改造評論』 を出 したの と同 じ出版社であろ

う一 か ら創刊号が出 され、翌月2号 が出 されている。2号 共 に 「対 日論集」

と題 して最近の新 聞記事 を複 数掲載 してい るのは貴重で、その中には賠償

問題 を論 じた ものが数篇あ って、 この時期 に賠償 に関す る議論が民 間で も

起 こ り始 めたこ とをうかが わせ る もの となってい る。 また2号 には、6人

の執筆者 による戦後1年 来 の 日本の政治 、経済、教育 、マ ッカーサーの占

領政策 などを概括 す る文が載 ってい る。 も しも 『日本論壇』がその後 も出
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る。 「青年 の力 が消 して も消 しや らぬ火 であ る」 の は どこの国で も当た り

前 の ことなの に、 日本 では消 えた ままになって いる。 「日本 の学生 は戦時

中猫 を冠 ってゐ た。 しか し戦 争が終 わ って蓋 をあ けてみた ら本 当 に猫 に

なってゐた」 ので はないか。 「現在 の 日本 は崩れかか った封建的 な建物 を、

老 ひさらばえ、朽 ち果てた和洋折衷の柱等 で懸命 に支へ ん とす るだけで手

一ぱいであ る」
。 これ と似 た状況下 に、中国ではかつ て五 四運動 や五 三〇

事件が起 こ り、学生 たちは 「政治的、社会的問題 を… ・自分達の問題 とし

て受 け入」 れ て立 ち上が った、 それ は、学 生 の政治 運動 とい うよ りも、

「必然的 に起 こった本 能的 な救 国運動で ある」、 日本の学生 よ、「どこかに

保持 して きたに違い ない青年 の"火"を ・… 現実 に復 活 して見せ て くれ給

え」 とい うのがその論 旨である。戦時中か ら日本の青年た ちの動 向を知 る

者 の冷徹 な観察力が感 じられ る内容 で、 この文 を読んだ 日本 の学生の反応

は どうだったのか を知 りたい ところである。

(3)46年 ～47年

終戦 か ら1年 近 く経過 した頃の新聞報道 には、 日本 の復興 ぶ りを伝 える

記 事 と共 に、 日本 軍関係 者 に対 す るい わゆるBC級 戦犯裁判や 、中国人対

日協 力者 に対す るいわゆる漢好裁判 に関す る記事が時 々載 る ようになる。

これは、現実 にこれ らの裁判 が開始 した ことを反映する ものであ るが、そ

れに とどまらず 、 さまざまな立場 で 日本の戦争 に関わ った者の生 き様が問

題 にされている様子が うかが える内容 となっている(漢 好裁判 については

すで に詳細 な資 料集が 出 されてお り、BC級 裁判 につ いて も徐 々 に資料が

公 にされつつある)。

他 に46年 で注 目すべ きもの としてあげ られるの は、「対 日箴言集」(箴 言

とは、戒め る言葉 の意)と 『日本論壇』 の存在であ る。前者 は、6月 に上

海 で発 刊 され た 日本 語の雑誌 『改造評 論』創刊 号 に載 った もの(『 中国』

71年10～12月 号 に再録)で 、専 門 を異 にす る33人 の知識 人が縦横 に自らの

日本観 を語 っていて読み応 えがある。 その うち際立 って辛 口の論 を展 開 し
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当時の状況 を知 ることが可能 になったが 、例 えば、中国共産党機 関紙 『新

華 日報』8月14日 号 には、「侵略戦争 の元凶、 日本の戦争 犯罪 人(一)」 と

題 し、「戦犯 に懲罰 を加 える ことは単 に報復 す る とい う レベル に とどまら

ない。 これは、 日本の軍国主義 を根絶 し、今後戦争 を起 こさせ ない ように

す る際 に踏むべ きワンステ ップなのであ る」 と して、東条英機 を先頭 に軍

人指導者 をず ら りと並べ 、 さらに政治家 、資 本家 の名 を複 数記 してい る

(拙文 「中国は 日本敗戦 を どうみたか」、『銃後 史 ノー ト』復刊6号)。 同紙

は以後 も、戦後の 日本の動 きを遂一報 じる と共 に、社論 で も 「ポ ツダム宣

言 の立場 を堅持 して 日本 ファシズム権力 を根絶せ よ」 と訴 えてい る(8月

16日 号)が 、軍 国主義が復活す る可能性 を残す と思 しき日本 の動 きには容

赦 ない批判 を行 っているのは、共産党系 の新 聞ばか りではない。

8月15日 とい えば、中華民国国民政府主席蒋 介石が ラジオを通 じて行 っ

た 「抗戦 に勝利 し、全 国の軍民、お よび世界の人々に告 げる演説」 はつ と

に知 られている。内容 は8年 間にわた って受 けた苦痛 と犠牲 を回顧 し、 こ

れが世界で最後の戦争 になるこ とを希望す る と共 に、 日本 人に対す る一切

の報復 を禁 じる もので、それゆえ当時の 日本 入には感激 と共 に受 けとめ ら

れた演説だ った。筆者が最近読 んだ文 に も、上海での敗 戦時 の体験 として

中国人 に暴 力 をふ るった 日本 人は仕返 しを受 け るこ とがあ ったけれ ど も、

それ も蒋介石の演説 で止 んだ とい う一節があ って(太 田進 「個 人的体験 を

とお して中国人民共和 国成立前後 の時期 をふ りか える」、『野草』67号)興

味 を覚 えたが 、「徳 を もって怨み に報 い よ」 とい う有名 な一節以外 に も、

「日本人民 を敵 とせず 、 日本 の横暴非道 な武 力 を用 い る軍閥のみ を敵 と考

える」 と言 うのは、共産党指導者 の、 日本 の軍国主義者 と人民 を区別す る

との考 えに通 じる ものがあるな ど、 さらに吟味すべ き内容 を含んで いる。

最近 になって在 日華僑や元留学生 に よる戦時 中あるいは戦後す ぐの体験

談 を目にす ることが多 くなったが 、45年 に書 かれた数少 ない在 日中国人の

文章 の一つ に、東大経済学部院生rirr南(の ちの邸永漢)の 「青年の火 を

燃せ 一 日本の学生 と中国 の学生」(『大学新聞』昭和20年10月11日 号)が あ
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る程容易 になる ことは言 うまで もない。が、多量 に集め得 る ように見 える

分 だけ・そ こか らどん な資料 を選別す るかの基準 が問 われる ことになる。

1949年 の中華 人民共和 国建 国か ら70年 代 末 に郡小平 が改革開放政策 を唱え

る までは、政治運動 が繰 り返 し起 こった時期 であ って、共産党政権 に よる

公式的 な発 言が巾 をきかせ てい る点 に特徴が ある。 さらに逆上 って1945年

か ら49年 度 までの 日本観 は といえば、 日本の敗 戦直後 の状 況 を反映 して、

戦争 を起 こ した 日本人の意識 を掘 り下 げた議論 や戦後賠償 を問 う声、 日本

の戦後 の復興ぶ りを論 じた ものが多い。多 くの個 人的見解が率 直 に表 明 さ

れた とい う点で、い ささか大雑把 な言い方 になるけれ ども、 この時期 の 日

本観 は、その後 に続 く政治 の季節 を飛 び越 えて最近 の 日本観 に直接 つ な

が ってい く内容 を具 えていたのではないか と、筆者は考 えてい る。

そ こで、今 回の共 同研 究 に参加 しての筆 者の心積 もりは、 中国 人の 日本

観 を日本 の敗戦直後 に限定 してみ るこ と、そのために従来集めた資料 を読

み直す と共 に さらに資料 の発 掘 をす るこ と、加 えて、朝鮮 におけ る同時期

の 日本観 を示す資料 を集め て読み中国のそれ と比較す ることが で きないか

とい うものだ った。2年 が経 とうと していて、後 者についてはい まだに手

がか りを得 ていないの は遺憾 であ り、今後の課題 としたい。前者 について

は・ まだ不充分 とはい え多少 は資料の補充 もで きたので、早急 に論文 の形

にまとめたい と考 えている。 そ してその内容 は、最近の中国が盛 んに発す

る 日本人の歴史認識 や戦後処理 に対す る批判の原点 を明 らかにす る もの に

なるはずである。

以下便宜 的に1945年 、46～47年 と2つ に分 けて、当時発表 され た資料 の

い くつかを取 り上 げて簡単 にコメ ン トし、論文作成へ の足がか りとしたい。

(2)1945年

45年8月15日 前後 、す で にEl本 の無条件降伏 を知 ってい る報 道機関 は、

いち早 く戦後 に具 えた記事 を次 々に発表 した。10年 来中国共産党系の新 聞

が復刻 され、さらに日本統治区 を含 む大都市 の新聞 も読 める ようになって、
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著用す

第二十二条 神社 の氏子 又は崇敬者 は神社設立後遅滞 な く各三人以上の総

代 を推挙すべ し

氏子又 は崇敬者総代 は其の住所 、氏名 を所轄帝国領事官 に届 出づべ し

氏子総代又 は崇敬者総代 は神社 の維持 、管理 に関 し神職 を補助 し且つ其

の願届 に連署すべ し

第二十三条 許可 を受 けず して神社 を設立 、移転、廃止若は併合 したる者

は百円以下 の罰金又 は拘留若 は科料 に処す

第二十 四条 帝国領事官本令第八条 、第十条及第二十二条第二項 の届出 を

受けたる ときは遅滞な く之 を外務大 臣に報告すべ し

付 則

本令 は昭和十一年七月一 日よ り之 を施行す

本令施行前設立 したる神 社 に して本令の施行 の 日よ り二月内に第八条 、第

十条及第二十二条第二項の手続 を為 したる ものは之 を本令 に依 り設立 した

る もの と看倣 す

本令 中氏子若 は崇敬 者又は氏子総代若 は崇敬者総代 は当分の間所轄領事 官

の許可 を得て居留民団又は居留民会 を以て之 に代 ふ ることを得

戦後すぐの中国人の日本観

大里浩秋

(1)関 心 の所在

この数年来、筆者 は数人の友人 と共同で、中国人の 日本観 を示 している

と思 しき資料 を可能 な限 り集めるこ とをや って きた。時期 を限定 したわけ

ではないが、 自ず と19世 紀半ば以 降の資料が多 く集 まるこ とにな り、今 そ

れ らを選別 して資料集 の形で公刊すべ く準備 中である。その際筆者が主 に

担当 しているのは、戦後つ ま り1945年8月15日 以降現在 に至 るまでの関連

資料の収集 と分析 であ る。 この期 間の資料の収集は、現在 に近 くなればな
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帝国領事官の承認 を受 くべ し

第十五条 神社 は毎会計年度 の収入支出決算書 を作成 し年度経過後二月内

に所轄帝 国領事官 に報告すべ し

第十六条 神社の神職 は神明 に奉仕 し祭祀 を掌 り且庶務 に従事すべ し

神職は宗教上の職務 を兼ぬる ことを得ず

第十七条 神職 は氏子総代又 は崇敬者総代 之 を推薦すべ し

前項 の規定 に依 り推薦 を受 けたる者 は左 の事項 を具 し所轄帝国領事官 に

願 出で就職 の認可 を受 くべ し

一 氏名
、履歴

二 俸給又 は手当額

三 他 の神社 よ り兼務 する者 に在 りては其の事項

前項 の規定 に依 る願書 には資格 を証明す る書類 を添付 すべ し

第十八条 神職死亡 したる ときは他 の神職 よ り、神職在 らざる ときは氏子

総代又は崇敬者総代 よ り所 轄帝 国領事官 に届出づべ し

神職退職せむ とす る ときは氏子総代又 は崇敬者総代三 人以上の連署 を以

て其の理 由を具 し所轄帝国領事官 に願 出で認可 を受 くべ し

神職死亡若 は退職 し又は病気 に依 り其 の職務 を執 ること能は ざるに至 り

たる ときは遅滞 な く後任者 を推薦すべ し

第十九条 神職交代 したる ときは遅滞な く氏子総代 又は崇敬者総代 の立 会

を以 て社務の引継 を為 し後任神 職 よ り其 の顛末 を所轄帝 国領事官 に報告

すべ し

第二十条 神職其 の職責 を怠 り若 は其の対面 を汚 したる とき又 は其 の他不

適任 と認 むる行為あ りた るときは所 轄帝国領事官 は其の退職 を命ず る こ

とあるべ し

第二十一条 神職の服装 は正装 、礼装、常 装の三種 とす

正装 は衣冠 を著 くるを謂 ひ大祭 に著用 す

礼装 は斎服 を著 くる を謂 ひ中祭 に著用 す

常装 は狩衣又 は浄衣 を著 くるを謂 ひ小 祭、 日拝及恒例 として行ふ式等 に
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七 境 内地 内碑表又 は形像

八 境 内地

九 例祭 日

十 氏子又 は崇敬者の戸数

十一 維持方法

十二 由緒沿革

第九条 神社 に於て設立後前条第一号 、第三号乃至第六号 、第八号 、第九

号及第十一号 の事項 を変更 をせ む とす るときは其の理 由 を具 し所轄帝 国

領事官 に願 出で許可 を受 くべ し

第十 条 神社 は設立後遅滞 な く其 の所有 に属 す る不動産及宝物 に関 し左 の

事項 を具 し所轄帝国領事官 に届 出づへ し

一 土地 に在 りては其 の所在地、地 目、段別又 は坪 数及境 内地又 は境外

地の区別

二 建物 に在 りては其の位置 、名称、構造 、建坪又 は間数 及境 内地 に在

るもの と境外地 に在 る もの との区別

三 宝物 に在 りては名称、員数、形状、品質、寸尺 、作者 及伝来

前項の届 出 を為 したる後届 出で たる事項 に異動 を生 じたる ときは其の都

度遅滞な く届出づべ し

第十一条 神社 は財産台帳 を備へ其 の所有 に属す る不動産及宝物 に関 し前

条各号の事項 を記載すべ し

第十二条 神社 の財 産の管理其の他 重要なる事項 に付 ては神職は氏子総代

又 は崇敬者総代 と協議 して之 を処理すべ し

神社 に於て其の所有 に属する不動産又は宝物 に付 売却 、貸付其の他 の処

分 を為 さむ とす るとき又 は負債 を為 さむ とす るときは其の理由 を具 し所

轄帝 国領事官 に願出で認可 を受 くべ し

第十三条 神社の会計年度 は毎年四月一 日に始 ま り翌年三月三十一 日に終

る

第十 四条 神社 は毎会計 年度の収 入支 出予算 を定め年度開始一 月前 に所轄
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三 碑表又 は形像 の物質、形状 、寸尺及其 あ地盤 の面積

四 工事費及其の支弁方法

五 起工及竣工予定期 日

前項 の規定 に依 る願書 には前項第二号 の事項 を表示す る図面 を添付 すべ

し

第七条 神 社の境 内は其の神社以外の者 に之 を使用せ しむるこ とを得ず但

し左 の各号の一 に該当す る場合 は此 の限 りに在 らず

一 一一時之 を使用せ しむる とき

二 参拝者の休憩所等 と して一年 内の期 間之 を使用せ しむるとき

三 公益 の 目的 を以 て境内地 を損せ ざる範囲 に於 て之 を使用せ しむ ると

き

前項但書 第二号及第三号 の規定 に依 り神社 の境内 を使用せ しめむ とす る

ときは神社 よ り左 の各号 の事項 を具 し所轄帝国領事官 に願 出で許可 を受

くべ し

一 使用 の 目的及方法

二 使用せ しむべ き場所及其 の面積

三 使用期間

四 使用料

前項 の規定 に依 る願書 には前項第二号 の事項 を表示す る図面 を添付すべ

し

第八号 神社 は設立後遅滞な く左の事項 を記載 したる神社 明細書 を調整 し

之 を所轄帝国領事館 に提 出すべ し

一 神社名

二 鎮座 地

三 祭神

四 配祀

五 神殿、拝殿 、鳥居其 の他 の建物

六 境内社
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十一 神殿其の他 の建物の起工及竣成予定期 日

前項の規定 に依 る願書 には前項第六号の事項及神社 の周囲の状況 を表示

す る図面 を添付すべ し

第三条 神社の移転 の許可 を受 けむ とす るときは左 の事項 を具 し所轄帝 国

領事官 に願 出づべ し

一 事 由

二 移転地

三 神殿、拝殿 、鳥居其の他 の建物の位 置、構造及 び建坪拉 に境内地 の

位置 、面積及模様

四 移転費及其 の支弁方法

五 神殿其の他 の建物の起工及竣成予定期 日

前項 の規定 に依 る願書 には前項 第三号の事項 及境内地周囲の状 況 を表示

す る図面 を添付すべ し

第 四条 神社 の廃止又 は併合 の許可 を受 けむ とす るときは左 の事項 を具 し

所轄帝国領事官 に願 出づべ し

一 事由

二 廃止又 は併合せ らるべ き神社の名称及鎮座 地

三 併合すべ き神社の名称及鎮座地

四 廃止又 は併合せ らるべ き神社 の社殿其の他 の建物及財 産の処分方法

第五条 神社の設立、移転又は併合 の許可 を受 け二年内 に之 を為 さざると

きは其 の許可 を取消す ことあるべ し

神社の設立 、移転、併 合又 は廃止 を了 したる ときは遅滞 な く所轄帝国領

事官 に届 出づべ し

第六条 神社の境 内地 に国家 に功労あ る者又 は頒揚 すべ き事蹟あ る者 の碑

表又は形像 を建 設せ む とす る ときは左の事項 を具 し所轄帝国領事官 に願

出で許可 を受 くべ し之 を移転又は除去せ む とす るときは亦 同 じ

一一 事 由

二 碑 表又は形像 の位 置
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た もので あ る。 この二 つの神 社 の創 立年代 は不 明 で あ るが 、 この二 つの神 社 の存

在 を考 え る と、表1の1台 東 鎭神 社(1915年)よ り早 くな り中華 民 国(清 国)に

お ける海外 神社 はの創 立 もっ と遡 る こ とにな る。

30他 に基礎 的 な事実 と して、近藤 喜博 は前掲 書 『海外神 社 の史的研 究』 にお い て
、

昭和15年 度 よ り神饒 弊 吊料の供 進 を受 け てい る12社 の神社 に印 をつ け、そ の他 の

神社 も昭和16年 度 よ り供 進の見 込 み な りと指摘 して い るが(295頁)、 この問題 も

今後 の課題 であ る。

〔謝辞 〕

本稿作成 にあた り、神 奈川大学外国語学部 中国語学科の大里 浩秋 、孫安

石の両氏 には、大変お世話 になった。記 して謝意 を表する次第であ る。

〔資料 〕

中華民国神社規則

第一条 中華民 国に於て神社 を設立 、移転、廃止又 は併合せ む とする とき

は所轄帝国領事官の許可 を受 くべ し

第二条 神社 の設立 の許可 を受 けむ とする ときは其の氏子 又は崇敬者 と為

るべ き者二十 人以上 の連署 を以 て左 の事項 を具 し所轄帝 国領事官 に届出

づべ し

一 事 由

二 設立地

三 神社名

四 祭神

五 例祭 日

六 神殿 、拝殿 、鳥居其の他 の建物 の位置、構 造及び建坪蚊 に境内地の

位 置、面積及模様

七 設立費及其の支弁方法

八 維持 方法

九 神職 と為 るべ き者の氏名

十 氏子又 は崇敬 者 と為 るべ き者 の戸 数
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うに、祭神 として 、は っ き りと 「軍 人 ・軍族 の英霊 」 を掲 げて い る ところ もあ る

が 、他 の神 社 もそ の都市 の 占領 や維 持 にあ た って多 かれ少 なか れ、戦死 者 を出 し

て お り、 また今後 も出 すお それが あ った。従 って他 の神 社 も護 国神 社 ・招魂 社 と

しての機 能 を併 せ もってい た 。高 綱博 文 他 編 『日本僑 民 在 上 海(1870～1945)』

(上 海辞 書 出版社 、2000年)に も、 上海 神社 につい て 、境 内招魂 社 が設 置 され居

留 民 の神 社 と しての性 格 と戦争死 者 の招魂 社 的性 格 を併 せ もって いた と指 摘 して

い る(55頁)。

17こ れ らの点 につい て は新 田光子Y大 連 神社 史一 あ る海 外神 社 の社 会 史一 』(お

うふ う、1997年)97～8頁 参照 。

18台 湾 の神 社 につ い て は薬 錦 堂 『日本 帝 国 主 義 下台 湾 の 宗 教 政 策 』(同 成 社 、

1994年)、 拙 稿 「台 湾 の神 社跡 を訪 ね て」(『歴 史 と民俗 』10号 、1993年8月)等

参 照。

19前 掲 、近 藤喜博 『海外 神社 の史的研 究』300頁 。

20こ の点 につ いて は前掲 拙稿 「〈海外神 社 〉研 究序 説」 参照。

21樺 太 の場合 は30人 以 上 、台湾 の場 合 は50人 以 上、 関東 州 の場合 は30人 以上 で あ

る。

22氏 子 規定が ないのは、朝鮮 と樺太 で あ る。

23前 掲 、小 笠原 省 三 『海外神 社 史上巻』270～271頁 。

24但 し、 こ こで 「大 日本 帝 国 臣民」 とい うの は 、 日本 人 ばか りで はない 。 当時 ・

日本 国の版土 に入 ってい た朝 鮮 人 、台湾 人 も含 まれ て いた こ とに注 意す る必 要が

あ る。例 えば、 『外 務省 警察 史』41巻(不 二 出版 、2000年)に よる と1940年12月

末 の徐 州 にお ける 「在 留邦 人」 の 人口 と して 内地人4086人 、朝 鮮 人2539人 、台湾

人122人 とな ってお り(47頁)、 開封 に至 っては内地 人3642人 、朝鮮 人3114、 台湾

人3人 と日本 人 に匹敵 す る朝鮮 人 がい たので あ る(73頁)。 お そ ら くこの数字 は、

華 中、華 南 の沿岸部 の都 市 で は台 湾 人の比 重が高 まる もの と思 われ る。 こう した

国籍 が孕 む問題 につい て は、孫 安 石 「東 ア ジアの国籍 と近代一1920年 代 にお け る

〈国民 〉 をめ ぐる言 説一 」(小 川浩 三 編 『複 数 の 近代 』、北 海 道大 学 図書 刊 行 会 、

2000年11月 所収)参 照 。

25前 掲 、近藤喜博 『海外 神社 の史 的研 究』295～296頁 。

26朝 鮮 の 「神 社規 則」 に も、神職 の資格 につい ての規定 はないが 、1916年6月 の

朝鮮総 督府 令 第50号 「神 職任 用奉務 及服 装規則 」 でそ れ を規 定 して いる。 この 問

題 と関連 す るか どうか は まだ保 留 しておか な けれ ばな らないが 、本 文 表1の 「そ

の 他」 の欄 に記 して い た よ う に、 神 職 の名 前 が書 き上 げ られ て い る神 社 は、不

明 ・削除神 社 を除 く50社 中 わず か12社 で ある。

27朝 鮮 の場 合 は、 この基 準 に満 たない もの は神社 と区別 され神祠 とされた。

28以 上 の各地 の神 社規則 の比 較 にあ た って は、佐 藤弘毅 の二 つ の論 文(前 掲)に

負 うところが 多い。

29前 掲 、 高綱博 文他 編 『日本僑 民在 上 海(1870～1945)』55頁 。 なお、 この炉上

神社 は同 「花 園」 内の諏訪 神社 と金刀比 羅神社 を合せ て1912年 に炉上神 社 と改 め
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22頁 参照 。

溜 川神社 は1918年 に創 建 されなが ら、「神社 規 則」 が 出 され た1936年 に届 出 を

出 さず 、1940年2月 に届 け出 た ので 、 そ の年 月 が 創 立年 月 に な った もの で あ ろ

う。

7天 津 地域 史研 究 会r天 津史』(東 方書 店 、1999年)187～196頁 。

8中 国 近代 史 史料 彙編 『中 日関係 史料 一 山東 問題 ・民 国9年 至15年(1920～6)』

(中 央研 究 院近代 史研 究 所 、1987年)157～167頁 、江 口圭 一 『体 系 日本 の歴 史14

一 二 つの大 戦一 』(小 学館
、1989年)96、166～167頁 。

9注16参 照。

10以 上 の 日中戦 争の推 移 につ い て は、小 島晋 治 ・丸 山松 幸 『中国 近現代 史』(岩

波書 店 、1986年)、 臼井 勝 美 『新版 日中戦 争』(中 央公 論 社 、2000年)、 江 口圭 一

『昭和 の歴 史m十 五年 戦争 の 開幕一 』(小 学館 、1982年)、 藤 原 彰r昭 和 の歴 史

5一 日中全 面戦 争一 」(同)、 木坂 順 一郎 『昭和 の 歴 史7-一 太 平 洋戦 争一一』(同)、

楊 克林 他 『中国抗 日戦争 図誌 』(日 本 語版 ・上 巻 、天 地図書 、 日本語訳 王培 君 他 、

IDS,1994年 〉等 を参照 した。

また、租 界 につい て は費成康 『中国租 界 史』(上 海社 会科 学院 出版社 、1991年)

を参 照 した。

11土 着 の神 と して、例 えば朝 鮮 にお い ては檀 君 、 モ ンゴルにお いて は ジ ンギス カ

ンを措 定 す る議論 もあ った。

12祭 神論 争 の研 究 史 につい て は、前掲拙 稿 「〈海外神 社 〉研 究 序説」 の注34を 参

照。最 近 の研 究 で は菅浩二 が新 しい見解 を出 して いる。

13但 し、 この 「共通 の神 」概 念 につい て は、注意 を要す る。第 一 に、 「天照 大神 」

は、 た しか に、近 世段 階で 、 「共 通 の神 」 にな って い たが 、 しか し、 そ れは決 し

て、近代 の皇祖 神 あ るい は国家神 と しての天 照大神 では なか った事。 第 二 に、近

代 以 降 の国策 に よる、天照 大神 の差 し出 しの影 響 を無視 して はな らない とい う事

で あ る。特 に 「満 州」 におけ る開拓 村等 の神社 にお いて、 天照大 神が 祀 られ たの

は、 まさに国家 に よる もの であ った。

14こ の祭 神 の比 較検 討 に は前 掲佐 藤 弘 毅 論文 、 同 「戦前 の海 外神 社 一 覧1-一 樺

太 ・千 島 ・台湾 ・南 洋一 」(『神社 本庁 教学研 究 所紀 要』2号 、1997年3月)に 負

う ところが 多い。

15但 し、表1の26、1940年6月6日 に建 て られ た北京神 社 は社 格 はない が、事 実

上の 政府 設 置神 社 とい え る。 「今 回 の北京 神 社 は 、外務 省 に於 いて 〈将 来支 那 に

奉 斎 され る神社 の模 範 となるべ き もの 〉 との 、深厚 なる考 慮 の下 に、 内地 の官 国

弊 社 の小 社 に準 じて其 の一切 の祭 儀 を執行 す る事 が妥 当適 正 で あ る と断 じた ので

あ る」(小 笠 原省 三 『海外 神 社 史上巻 』 海外 神 社 史編 纂会 、1953年 、257頁)。 北

京 神社 の創 立以 降 に北京神 社 の祭神 であ る、天 照大神 ・国魂 大神 ・明 治天 皇 を祀

る神社 が 中華 民 国 で増 えた の も、 「支 那 に奉斎 され る神 社 の模 範」 と して位 置 づ

け られ たか らであ ろ う。

16中 華民 国 の海外神 社 には本文 表1の24の 九江 護 国神 社 や53の 南 京護i国神社 の よ
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くに建 て られ 、現 実 には(公 認)神 社 と して の機 能 や実 態 を もち なが ら も、

この規 則 に よ り、 「私 社 」 とか 「邸 内社 」 とい っ た範 疇 に括 られ 、 したが

って この 表 に載 っ てい ない神 社 の問題 で あ る。例 え ば、8上 海神 社 の前 身

は1912年10月 に、有 名 な料亭 「花 園」 内 に建 て られ た炉上 神 社 とい う もの

で あ っ た29。1932年 の 上 海 事 変 の砲 火 に よ り崩 壊 したが 、 そ れ まで は上 海

居 留 民 に とっ て 「氏 神 」 的存 在 で あ っ た。 砲 火 に よ って崩 壊 しな け れ ば 、

これ が1の 台 東鎮 神 社 を抜 い て 、 中華 民 国 にお け る最 も早 くに建 て られ た

神 社 とい う こ とに な る。 この場 合 は砲 火 に よ って 崩壊 した神 社 で あ るが 、

存 続 しなが ら も、 この規 定 に よ る神 社 公 認 の手 続 きを しなか った た め に、

表1に 載 せ られ なか った神 社 の存 在 の可 能 性 を残 した もの で あ る とい うこ

とは、確 認 してお か な けれ ば な らな い。

お わ り に

以 上 、 中華 民 国 の 海外 神 社 につ い て、 一 年 、 代 別 ・地 域 別 の設 立 過 程 、

二 、祭 神 、 三 、神 社 規 則 と、極 め て基礎 的 な事 実 の確 認 に焦 点 をあ て て見

て きた30。問題 は そ れ らの事 実 が どの よ うな意 味 を持 ち 、 どの よ うな背 景

か ら出 て きた もの で あ るか が 問 わ れ な けれ ば な らな いが 、 そ の点 につ い て

は極 め て部 分 的 に又 推 測 的 に しか触 れ られ なか った。 今 後 はそ う した問題

につ い て一 つ 一つ 詰 め て い きたい と思 う。

注

1

2

嵯峨井 建 『満 州 の神社 興亡 史』(芙 容書 房 、1998年)。

以上 の、海外 神 社 につい ての全 体 の状 況 、研 究史 な どにつ いて は拙 稿 「く海外

神 社 〉研 究序 説」(『歴 史評論 』602号 、2000年5月)参 照。

3近 藤喜博 『海外 神社 の 史的研 究 』(明 生堂書 店、1943年)271～316頁 。

4岡 田米夫 『神宮 ・神社 創 建史』(神 道文 化会 編 『明治 維新神 道百 年史』 第二巻 、

1966年)178～180頁 。

5佐 藤弘毅 「戦前 の海外神社一覧m朝 鮮 ・関東州 ・満州国 ・中華民国一」(『神

社本庁 教学研 究所紀 要』3号 、1998年2月)。

6創 立年 は後 に なるが、1918年 に創 建 され た本 文表1の 溜 川神社(23)を 加 え る

と、 この時期 に建 て られ た神 社 は6社 とな る。創 立年 と創 建年 につ いて は、本 文
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る26。

さ らに神 社 の設 立 や 移転 等 にあ た っ ての届 け 出 で は、 神 社 を構 成 す る建

物 と して 「神 殿 、拝 殿 、 鳥居 、 その 他 の 建物 」 と、具 体 的 には 「神 殿 、 拝

殿 、 鳥居 」 の 三 つ しか規 定 して い な い(第 二 条 第 六 号 等)。 逆 に言 え ば 、

神 社 の建 物 と して は最低 この三 つ が あ れ ば 良 い とい うこ とに な る。 この 点

は満 州 国の場 合 で も同 じで あ るが 、朝鮮 の場 合 に は 「神 社 には神 殿 、玉垣 、

神 饅 所 、拝 殿 、手 水鉢 、鳥 居 及社 務 所 を備 うべ し」 とよ り具体 的 に(多 く)、

厳 密 に神社 の建 物 の要 件 を規 定 してい た27。

この よ うに、創 立 にあ た って の氏 子 ・崇 敬者 の願 い 出の 連署 の数 が20人

とv::少 ない こ とや 、そ れ に替 わ っ て、居 留民 団 や居 留 民 会 が代 替 す る こ

と を認 め て い る こ と、 さ らに神 職 の資 格 の規 定 を欠 い て い る こ と、 また 、

神 社 建物 の最 低 要 件 が 緩 や か な もの に な って い る事 な どは 、 日本 の外 務省

が 中華民 国 の海 外 神社 の 設立 、維 持 、 運営 に関 して はで きるだ け簡 便 に出

来 る よ うに配慮 してい る とい うこ とが 窺 え る・・。

最後 に付 則 につ い て もう一 点 指摘 して お こ う。付 則 の 第2項 に は 「本令

施行 前 設 立 した る神 社 に して本 令 の施 行 の 日 よ り二 月 内 に 第八 条 、 第 十条

及 第二 十 二 条 第 二項 の手 続 きを為 した る もの は之 を本 令 に依 り設立 した る

もの と見倣 す 」 とあ る。 本 令 の施 行 は第1項 目で 「昭 和 十 一 年 七 月 一 日」

とな っ てい るの で 、 そ れ以 前 に設立 され て いて 、8月 まで に神 社 明細 書 の

届 出や 不動 産 ・宝 物 の 届 出 さ らに氏 子 又 は崇 敬 者 総 代 の住 所 ・氏 名 の届 け

をな した場 合 に は、 「本 令 に依 り設 立 した る もの と見 倣 す」 とい うの で あ

る。

前 後 す るが 、表1で 示 した 、56社 の 中華民 国 に お け る海外 神 社 は この よ

うな手続 き を経 て領 事館 に よっ て公 認 され た神 社 で あ った とい う こ とで あ

る。 と くに1か ら11ま で の この神 社 規 則 の 出 され た1936年 以前 に建 て られ

た神 社 は あ くまで も、 この付 則 に よる手続 き を経 て公 認 され た神 社 で あ っ

た 。逆 に言 え ば、 実 は36年 以 前 に設 立 され なが らこの 手続 き を しなか った

(出 来 な か っ た)神 社 は こ の表 に は載 って い ない とい うこ とに もな る 。 早
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又 は居 留 民 戸 数50)

蒙 彊神 社30万 円 の予 算 を以 て建 設計 画 中 に して、 昭和15年4月 よ り起

工 し得 る 様 諸 準 備 の 為 蒙 彊 神 社 神 職 既 に 赴 任 せ り(同 上 、

5,060)

集寧 神 社 集 寧 居 留 民 会15年 度 予 算 に建 設 費3,300円 を計 上(同 上 、

228}

頭 神 社 頭居 留 民 会15年 度 予算 に建 設基 金500円 を計 上(同 上 、846)

塘 沽神 社 塘 沽 居 留 民 会15年 度 予 算 に 建 設 費5,000円 を計 上(同 上 、

452)

彰 徳神 社 彰 徳 居 留 民 会15年 度 予 算 に建 設 費15,705円 を計 上(同 上 、

694)

新 郷 神社 新 郷 居 留 民 会15年 度 予 算 に 建 設 費10,000円 を計 上(同 上 、

501)

済南 神 社30万 円 の予 算 を以 て 四里 山 に建 設 す る こ と とな り既 に地 均 工

事 に着 手 す る一 方寄 附金 募 集 中 な り(同 上 、4,113)

開封 神 社 開 封 居 留 民 会15年 度 予 算 に建 設 費5,000円 を計 上(同 上 、

1,459}

蘇 州神 社 昭和15年2月 地 均 工事 に着 手 す(同 上 、612)

南 京神 社40万 円予 算 に て五 壷 山 に造 営 す る こ と とな り、昭 和15年2月

11日 造営 報 告祭 を執行 す(同 上 、2,072)

厘 門神 社6万 円 の予 算 を計 上 し慶 門神 社 建 設 委 員 会 の 下 に寄 附金 を募

集 中近 く起 工 の見 込 み(同 上 、3,184)

この よ うに、12社 中 、半 分 の6社 が 居 留 民 会 の予 算 の 中 に神 社 建 設費 を

計 上 してい るの であ る。

また、満 州 国 にお い て は神 職 の資 格 につ い ての規 定 が あ るの に、 中華 民

国 に お い て は 、神 職 の願 書 に 「資格 を証 明 す る書 類 を添 付 す べ し」(第17

条)と あ るだ け で 、資 格 につ い て の具 体 的規 定 の 条文 が な いの も特 色 であ

る26。
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次 に、神社の創立の願 い出で は朝鮮 の場合 は 「崇敬者 となるべ き者50人

以上」 の連署であ るが、満州国の場合 は 「氏子又は崇敬者 と為 るべ き者30

人以上」であ り、中i華民 国の場合 は 「氏子又 は崇敬者 と為 るべ き者20人 以

上」(第2条)と 最 も少ない・1。

また、朝 鮮の場合 は氏子が規定 されてい ないが22、満州 と中華民 国の場

合 「氏子又 は崇敬者1と なっている。で はこの氏子 と崇敬 者 は どの ように

区別 されているのだろ うか。規則 には明文化 されていないが、例 えば北京

神社の規定 には場合 は次の ように定め られていた23。

第一条 北京在住の大 日本帝 国臣民 を以て北京神社の氏 子 とす。

北 京 に在住せ ざる大 日本帝国 臣民及び北京市 内に在住 す る中華民 国人

並 に外 国人に して敬神 の念篤 く北京神社 を景仰せ ん とす る者 は崇敬者

とす。

第二条 氏子並 に崇敬者 は神社維持経営の義務 を負 うもの とす。

一般 に神 社 の氏子 とは神社 の所 在地域(氏 子 圏)に 居住 す る(生 れ た)

者 を指 し、崇敬 者 とは氏子 圏には居住 していないが、その神社 を崇敬す る

者 とい う意味 であるが、 ここでは氏子 を大 日本帝 国臣民 に限 り・4、同 じ北

京 に住 んで いて も中華民 国人並 に外 国人 を区別 して、崇敬者 として把握 し

ょうと しているのが特徴であ る。

もっ とも、 これ に関連 して、中華民 国の神社 で神職 とともに、神社 の維

持 ・発展 に大 きな責任 を持 つ、氏子 や崇敬者の組織が成立 していたか否 か

は今 の ところ不 明である。付 則の第3項 に 「本令 中氏子若 は崇敬者又は氏

子総代若 は崇敬者総代 は当分の間所轄領事館 の許可 を得 て居留民 団又は居

留民会 を以て之 に代ふ るこ とを得」 とある ように、実際 は居留民団や居留

民会 に よって神社 の創立、維持 、発展が なされていた とい うのが実態 では

なかろ うか。事実、近藤喜博 は1940(昭 和15)年 現在 の 目下建設 中の神社

(15年2月 現在)と して次の 史料 を掲 げている。建設の模様 、規模 な ども

わか るので全文掲 げてお こう25。

香河神社 昭和15年2月 神社造営計 画 を樹立 し寄 附金募集 中(氏 戸戸数
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立 、移転、廃止 、合併 に関す る規則」 が23(同12)年 に出 された。 この時

期 の海外神社 の整備 は、内地 にお ける神社 関連法規の整備 を前提 に した も

のであ った。す なわち、内地 におい ては1913(大 正2)年 、「官 国弊社以

下神社 の祭神 、神社 名、社格、明細帳 、境 内、創立 、移転 、廃合 、参拝 、

拝観 、寄附金 、講社 、神札等 に関す る件」(内 務省令第6号)な ど、明治

以来、個別 にだされてい た神社 関係 の諸法令が この時期あ る程度 の纏 ま り

を もって整備 された。 この こ とは、内地 におけ る国家神道 としての神社 の

整備 の確立 を反映 した ものであ るが、 この内地 における整備 が外地 に も反

映 した ものが、 この時期 の海外神社 に関する法則 の整備である。

もう一 つは1936(昭 和11)年 か ら翌年 にかけてで、先 に見 たように 「在

満州国及 中華民国神社規則」や朝鮮 の 「神社規則」 が出 され たのは1936年

(昭和11)年 であ り、 また、「在満州国及中華民国神社規則」か ら満州国が

分離 され、「在 満州 国神社規則」(在 満州 国大使館令 第13号)と なったの は

翌 年 の こ とで あ る。 この時期 の整備 は、 一 つ には皇民 化 政策 の強化 と

い った イデオ ロギー政策 を背景 を持 ちつつ も、 もっぱ らの理 由 と しては、

「満州 国」や 中華民 国 とい った、新 た な 日本 の勢力圏の拡大 に、対 応 した

ものであった20。

さて、以上 の点 を押 えた上 で、「中華民国神社規則」 の特徴 を、同 じ時

期 に整備 された朝鮮の 「神社規則」、満州国 「在満州 国神社規則」等 と比

較 しなが ら見てい くとともに、そ こか ら浮かび上が って くる、中華民 国の

海外神 社の実態 を見ていこう。

まず、神社の創立等 の監督 者であるが、朝鮮 の場合 には朝鮮総督、満州

国の場合 は満州国駐筍特命全権大使、中華民 国の場合 は 「所轄帝国領事官」

(第1条)で ある。 また、 これ と関連 して、中華民国の場合 は神社 明細書、

不 動産 ・宝物、氏子又 は崇敬者総代 の住所 ・氏名等 の届 出があ った場 合、

遅滞 な く外 務大 臣に報告 の義務 が課せ られてい た(第24条)。 中華民 国が

植 民地で もな く、又 満州 国の ような 「偲偏国家」 で もない、 とい う点か ら

当然の ことであ るが、外務省 の関与が強い とい うのが、特徴 であ る。
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蒙彊 神 社 が作 られ たの で あ る。

最 後 に 、11の 靖 亜 神 社 の近 衛 篤 麿 ・荒 尾 精 ・根 津 一 の三 神 は上 海 の東 亜

同文 書 院 の設 立 者 と して の恩 徳 を称 えて祀 られ た もの であ る19。

(3)神 社 規則

最後 に、中華民 国にお ける海外神社の法制 的側面 の検討 と、それ を通 じ

て浮か びあが って くる神 社の実態 のい くつかの特徴 を見てお こう。文末 に

「中華民国神社規則」 を掲 げておいた。 これは、 これ までの研究 の中で は

全文が紹介 されて こなか った ものである。

「中華民 国神 社規則」 は最初、 「在満州国及 中華民国神社規則」 として

1936年(昭 和11)年6月6日 に外務省令 第8号 として出 された ものである。

同年8月28日 、外務省令 第17号 に より0部 改正(第23条 中 「維持」 を 「移

転 」 に改め る)、 さ らに翌37年12月1日 の外務省 令第13号 に よって(本 令

件 名及第一条 中 「満州 国及」 を削 る)に よって、「中華民国神社規則」 と

なった ものである。

まず 、海外神社 に関す る法制の歴史 について簡単 に概観 してお こう。当

初植民地 におけ る神社行政 は、他 の宗教 と同 じ法制 で扱 われていた。例 え

ば、台湾 においては、1899(明 治32)年 に 「社寺、教務所、説教所建立廃

合規則」が出 され、神社行政 は仏教他 の諸宗教 と同 じ法制 で扱われてい た。

これが分離す るのが1923(大 正12)年 で、「府県社以下神社 の創立、移転、

廃止、合併 に関す る規則」 によって神社行 政は独立 した。 また朝鮮 におい

て も、最初 は1915(大 正4)年 に 「神社寺院規則」 とい うもの よって、神

社 と寺 院は同 じ法制 で扱 われい たが、 「神 社規則」 とい う形 で独 自の法制

を もったのは1936(昭 和11)年 に入 ってか らであった。

また、海外神社の法制 の整備 は二つの時期 に行 われ てい る。一つの時期

は1920～3年 にか けてで、 まず 、樺太 において1920(大IE9)年 に 「神社

規則」 が出 され、関東州 では22(同11)年 に 「関東州及 び南満州鉄道付属

地神社規則」が定め られ、そ して先 に述べ た台湾の 「府県社以下神社の創
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神社であ るが、 この三つの神社 には大国主命が祀 られている。大 国主命が

多い神社 は他 の地域で は、関東州や満州の神社 の特徴 であるが、それはこ

の地域で最 も早 く建 て られた神社 の一つである大連神社(1909・ 明治42年

設立)の 影響 である。大連神社 は出雲大社教布教 師松 山 三に よって建 て

られ、従 って出雲大社の主祭神であ る大国主命が祭神の一つに祀 られたが、

松 山は大連神社 だけではな く、その後 の関東州や満鉄沿線付属地 に建て ら

れてい った神社 に大 きな影響 を与 えてい った17、大連 のある遼東半 島 と真

向いにあ り、人的交流 も密接 であ った山東半島の これ らの神社 に大国主命

が祀 られたの も、おそ らくそ うした関連か らであ ろう。

同 じような ことが今度 は南 の方で もある。能久親王 を祀 った神社であ る。

これは12福 州神社 、321門 神社 、49汕 頭神社 の三つがあ る。 いずれ も、台

湾の対岸地域 に建 て られた神社 である。能久親王 とは北 白川宮能久親王 で

日清 戦争後、下関条約 で 日本 に割譲 され た台湾 を領有す るために近衛 師団

長 として派遣 され たが、台南で戦(病)死 した皇族 であ る。台湾 の神社 に

は先 に見た ように開拓 三神 とこの能久親王が祀 られてい るのが圧倒的 に多

いのであ るが 、それは台湾 の総鎮 守 と して1900(明 治33)年 に創立 された

台湾神社(後 に神宮)に これ らの祭神 が祀 られてい るか らであ る。台湾の

対 岸 に建 て られ た三つ の神社 にいず れ もこの能久親王 が祀 られてい るの

も、 この台湾 との関係 であろ う'S。

この能久親王の ように戦争 で亡 くなった皇族 は、台湾神社 の ように独 自

にそれ を祀 る神社 が創 られ た。一般 に戦争で亡 くなった人は靖国神社 に祀

られ るとい うこ とにな っているが、厳密 にはこれは国民皆兵 に基づ く徴兵

制度 を支 える もの と して創 られた もので、 ここに祀 られ るのは臣民だけで

ある。皇族 は臣民 とは別 に独 自の神社が建て られたのであ る。 この例が中

華民国の神社 に も一つある。それが46の 蒙彊神社 である。 ここには、 中華

民国の神社 の特徴であ る天照大神 ・国魂大神 ・明治天皇の他 に永久王が祀

られている。この永久王 とは北 白川宮永 久王で先 の能久親王 の孫 にあた る。

永 久王 はこの地 で 「戦死」 した皇族であ り、その永久王 を祀 る神社 と して
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この 「天照大神 ・国魂 大神」 の組合 わせが最 も多 い他 の地域 は朝鮮 で あ

る。

こう して見 る と、中華民国の神社 は関東州 ・満州 の 「天照大神 ・明治天

皇」型 と朝鮮の 「天照大神 ・国魂大神」型の2系 列が 合わ さって幽来上 が

った もの とも推測で きる。 しか し、朝鮮の場 合で も 「天照大神 ・明治天皇」

型 は 「天照大神 ・国魂大神」 型 とほぼ拮抗 し、他方 、国魂大神 は関東州 や

満州で は全 く見 られ ないので、中華民国の神社は どち らか とい うと、朝鮮

型の発展 した もの とい うことが 出来 よう14。

それ に して も、中華民 国の神社の祭神 の印象 と して、天照大神 や明治天

皇・ さらに神武 天皇 とい った、国家神道 の論理 を直接体現す る神 々が多い

とい うことであ る。国魂大神 を も含めれば言 わば殆 ど、上(国 家)か ら差

し出 された神 々であ る。僅か に6天 津稲荷神社の倉稲魂神他や23溜 川神 社

の鉱 山神7柱 などが 目立つ程 度である。 これは先 に見た ように、 中華民 国

の神社の多 くが 日中戦争の 中で建 て られ ていった神社 とい う性 格か ら来 る

ものであろ う。「は じめ に」 で見 た ように、海外神社 は政府設置神社 と居

留民設置神社が ある とい ったが、中華民国の神社 は他の海外神社 が大量 に

建 て られた どこの地域 とも違 い、外 国の領土 であ り、 日本の 占領地であっ

た とい うことである。その意味 で法制的 に政府設置神 社 とい うものはな く

15、後 で見 るよ うに、 これ らの神社 の多 くはその地の居留民 会や民 団で作

られ、その意味で は居留民設置神社 なのである。 しか し、「一」(前 章)で

も見 た ように、それ らの神社 は軍や警 察に守 られ て辛 うじて存在で きた も

のであった し、設立 にあたって軍や領事館の積極的 な関わ りの下 に作 られ

た神社であ り、その意味 では厳密 な意味 での居留民設置神社で はなか った

のであるis。こう した中華 民国の神社 の性格 が、その祭神が国家神道 の論

理 を体 現 した、上 か ら差 し出 された神 々が多い とい う特色 をもた らしたの

であ ろう。

最後 に、地域的 な特徴 のあ る祭神 ・神 社 に触 れてお こう。最 も古 い1台

東鎮神社 それに7龍 口神社 、50芝 　神社 はいずれ も山東半 島に設立 された

135(70)



神奈川大学法学研究所研究年報20

題 を内含 す る ものであ った11。この時は結 局かれ らの主張 は認め られ なか

ったのであるが、 この時の運動家 の一人であ り、その後 の海外神社 の建設

に理論 的に大 きな役割 を果た した小笠原省 三 らの運動 によ り、後の朝鮮で

の国幣小社の祭神 には この国魂大神が祀 られ るようになった12。

次 に、海外神社の内、留民設置神社 の祭神 につ いて紹介 してお こう。 こ

の類型の神社で は移住民 が故郷 を同 じくす る場合 には、例 えば 「満州」 の

開拓村の神社 の場合の ように、故郷の 「氏神」 を祭神 にす る場合が多 いで

あ る とか、 また海の神(金 刀比羅信仰)、 豊作 を もた らす神(稲 荷信仰)、

あ るい は鉱山神(大 山祇神等)な ど、厳 しい、慣 れない環境 の もとでの、

な りわいの無事 を祈 る神が多いな どの特徴 がある。先 に見た ように、近代

の国家神道 の もとでは神社 は道徳 の標準 としての性格 を強めてい くのであ

るが、村社 や無搭社 などの末端の レベ ルで は尚、国家神道成 立以前の現世

利益 を祈願 する神社(神)と しての性格 を濃厚 に残 してい たのである。 し

か しなが ら、居留民設置神社 の多 くは、故郷 を異 に し、 またな りわい を異

にす る人 々に よって立て られ る場合が多い ので 、「共通 の神」 として天照

大神が祀 られるこ とが圧倒的 に多か ったユ3。

以上の これ までの研究 を踏 まえて、中華民 国における海外神社の祭神 に

つい ての特徴 を見 てい こう(表2参 照)。 まず祭神 と しては天照大神が圧

倒 的に多 い とい うことであ る。 しか し、 この点 は先 に述べ た 「共通の神 」

としての性格 か ら来 る ところで、台湾 を唯一の例外 と して他の海外神社 と

共通す る ところである。 この意味で、中華民国 における神社の祭神 の特徴

は、第一 に 「天照大神 ・明治天皇」型が20社 と圧倒 的 に多い とい うことで

あ る。 これに 「天照大神 ・国魂大神 ・明治天皇」型の11社 を加 えると33社

と約6割 を しめる。 この海外神社 の祭神 で、「天照大神 ・明治天皇」型が

一番多いのは、他 の地域 では、関東州や満州国の場合 に見 られる特徴 であ

る。 中華民 国 にお ける神 社 の祭神 の組 み合 わせ と して二番 目に多 いのが

「天照大神 ・国魂大 神」 の組 合 わせ で ある。 これ は4社 あ るが 、「天 照大

神 ・国魂大神 ・明治天皇」型の11社 を合せ る と15社 とな り約3割 を占め る。
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これ をさらに祭神の組合わせ(合 祀)別 に類型化す る と次 の ようになる

(表2>。

組 合わせ として一番多 いのは 「天照大神 ・明治天皇」型 の20社 、 「天照

大神 ・国魂 大神 ・明治天皇」型 の11社 、「天照 大神 ・国魂大神」型 の4社

の順 となる。

さて、 こう した、 中華民 国 における海外神社 の祭神 の意味 を読 み解 くた

め に、 これ までの海外神社の祭神 をめ ぐる研究 を紹介 してお こう。 これ ま

で、海外神 社 の内、政府 設置神社 の祭神 につ いて は、札 幌神社 一台湾神

社 一樺太神社 の 「開拓三神(大 国魂命 ・大 己貴命 ・少彦名命)」 か ら1919

年創立の朝鮮神宮 一関東神宮 の 「天照大神 ・明治天皇」への転換 が指摘 さ

れて きた。 そ して、 これは近代 の国家神 道の論理 の よ り一一層 の貫徹 と して

位置づ け られて きた。

近代 の国家神 道はそれ までの神 道(説)を 大 きく改変 して作 られ た もの

であるが、その改変 の要点 は、0つ は、記紀神 話上 の一切 の神 々を、天皇

家の祖先神(皇 祖神)で あ る天照大神への下 に包摂 し、その下 に従属 させ

るこ と、一言 で[=え ば、天照大神 の絶対化 であ り、 もう一つ は天皇 を含 む

人(功 臣)を 祀 る ことの重視 であ る。 こ う して 、国家神 道 は記紀神話 の

神 々の魔可不思議 な霊妙 を崇め、頼 って、 さまざまな願 い事 の達成 を祈 る

宗教 か ら、天皇や国のために大 きな功績 を残 した人々の行 いを賛美 ・尊敬

し、 自 らもそれに学 び習 う、道徳 の標準 としての祭祀=国 家道徳的側面 を

強めてい ったのであ る。朝鮮神宮や関東神宮 に天照大神 とともに明治天皇

が祭 られ たのは、朝鮮 や関東州 を 日本の領土 と した明治天皇 の 「偉大 な」

行 いを、賛美 ・記憶 す るための ものであった。

一方 、上 に述べ た、「開拓三神」 か ら 「天照大神 ・明治天皇」へ の画期

とな った朝鮮 神宮 の創建 の さい に、朝鮮 の土着 の神 を象徴化 した国魂 神

(の ちに国魂 大神 に発展)を も併 せ祀 るべ きだ と主張す る一部 の神道家等

の運動 が起 き、神道家内部、朝鮮総督府 を巻込 んで論争が展開 された。 こ

の論争 は、 もっ と広 くは 日本 に よる朝鮮 の併合(合 併)か 合邦か とい う問
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治安地域 とい って も、実態 はいわゆ る 「点 と線」(都 市 と鉄 道沿線)の 支

配であ った。戦争が持 久戦(第 二段 階)に 入 る と、40年8月 の華北地域で

の 「百 団作戦」(中 国共 産軍八路軍40万 が河北 ・山西省 の交通線 や小拠点

に0斉 に奇襲攻撃 をか けた)に 見 られ るように、国民党軍や中国共産軍の

ゲ リラ攻撃 に絶えず脅か された。神社が建て られた都市 には領事館(出 張

所 、分館)や 日本人学校 、病院、会社 、商店 な どが建 て られ、多 くの 日本

人が生活 してい たが、その生活 も日本 の軍隊や警察 によってか ろう じて守

られている、 とい う状況だ ったのである。

(2)祭 神

次 に中華民国 における海外神社 に祀 られている神 々(祭 神)に つ いて見

てお こう。 それぞれの神社の祭神 につ いて は表1に も載せておいたが、最

も多いのは天照大神 の44社 、ついで明治天皇の36社 、国魂大神 の19社 が続

き、以下神武天皇 ・大国主神 の各7社 、そ して能久親王 の3社 、大物主命

2社 等 となっている。

表2祭 神の類型

単独型 天照 大神 8社

大国主神 1社

小計(9社)

天照大神 ・明治天皇型 天照大神 ・明治天皇 8社

天照大神 ・明治 天皇 ・神 武天皇 5社

天照大神 ・大 国魂神 ・明治天皇 3社

天照大神 ・明治天皇 ・他 4社

小計(20社)

天照大神 ・国魂大神型 天照大神 ・国魂大神 3社

天照 大神 ・国魂 大神 ・他 1社

小計(4社)

天照大神 ・国魂大神 ・明治天皇型 11社

その他 9社

不明 3社

(合計) 56社
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38年 にはい る と、5月 には、 こう した華北 と華 中の 日本軍 占領地域 を結

ぶ要衛 である徐州 を占領、そ して、10月 、揚 子江中流域の 中心 地、武漢三

鎮 と華南 の中心 、広 東 を占領 した。 こう して、開戦 か ら1年 半、 日本軍 は

中国の主要地 をほぼ手 にいれ、11月 には近衛 内閣は 「東亜新秩序声明」 を

発表 して東亜新秩序 の建設 を うたった。 しか し、それで も中国側 を屈伏 さ

せ る ことは出来ず、36年 の第二次 国共合作 を背景 に、中華民国政府(蒋 介

石 の国民党政府)は 首都 を重慶 に移 して、長期抗 戦の意志 を示 した(「 全

国軍民 に告 げるの書」38年10月31日)。 また、 日本 の戦力 も内地 に近衛 師

団1個 を残すのみ とい う具 合に限界 に達 していた(39年 末 には85万 人の大

兵 力が 中国戦線 に配置 されていた)。 そ こで、当初の一撃 に よって中国側

を屈伏 させ る とい う構想 を撤 回 し、見通 しのない持 久戦に転換せ ざるを得

な くなった。

日本は、占領地内部 を治安 地域 と作戦地域(準 治安地区)に わけ、北部

河北省 、包頭以東 の蒙彊地方、正太線以東の山西省、山東省の膠済線沿線、

上 海 ・南京 ・杭州 の三角 地帯 を 「治安地域」 と して治安 の確保 にあ た り、

それ以外 の 占領地区 は 「作戦 地域」 と して随時抗 日勢力 を制圧 す る(「 昭

和13年 秋以降対支処理要項」)と い うような ものであ った。戦争 が第二段

階 に入 った ことを示す ものであった。

39年 に入 ってか らは、2月 の江西省 の南昌攻略作戦 、海南島作 戦、11月

か らの南寧作戦(華 南)、40年 には5月 か らの宜 昌作 戦 な どが展 開 され支

配地域 が一部広が ってい くが、基本的 には上 の方針 を受 けて、中国での作

戦は占領地域 内の治安維持作戦か、0時 占領地域外 に出撃 して中国軍 に打

撃 を与 えたの ち、 また占領地域 に引上 げる といった作 戦 を主 とす る もの に

なっていった。そ して、 こ うした占領地域 ・治安 地域 を基盤 に、40年3月

王兆銘 を主班 とす る中華民 国国民政府 を南京 に成立 させ 、 これに蒙彊 ・華

北 ・華 中の偲偲政権(自 治政府)も 合流 させ たio。

中華、民国にお ける海外神社が40年 か ら41年 にかけて集 中的 に建て られた

のは、こう した地域 、状況の中で建 て られた ものであ った。 しか しなが ら、
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東、 山西の五省 を指す)工 作が着手 された。6月 の梅津 一何 応欽協定 、土

肥原 一秦徳純協定 を足掛 りに して、11月 には翼東防共 自治委員会(股 汝耕

委 員長、後 自治政府 と改称)、12月 には翼 察政務委 員会(宗 哲元 委員長)

が作 られ た。 この二つの政権が作 られ ると、 日本の資本 と商品が なだれ を

うつ ように華北 に進 出 した。

第三期 は1937年 の盧溝橋 事件 を契機 とす る日中全面戦争開始 か ら、45年

の 日本 の敗戦 までの時期であ る。統計 は42年 までであるが、 この時期 に建

て られた神社 は12の 石家荘神社か ら、56の 南京神社 までの45社 で、中華民国

に建て られ た神社 の実 に8割 を占め る。 なかで も40年24社(43%)、41年

に9社(16%)と 、 この2年 間で中華民 国の海外神社創立の特徴 をの半分

以上が建 て られい る。 また、これ を地域別 に見 る と河北省の16社 、山東省

の9社 、江蘇省の8社 が 目立つ。特 に、 日本が第二の 「満州国」 と狙 った

華北五省(北 支)で は33社 にな り、全体 の約6割(59%)に 達す る。中華

民国の海外神社 を一言で要約す る と、40～41年 の2年 間 に華北 を中心 に建

て られた とい うことがで きよう。

37年7月 の盧溝橋事件 を契機 とす る 日中全面戦争の流れ をもう少 し詳 し

く見 てい くと、華北で の戦線 は中国軍が決戦 をさけて後退する持久戦略 を

とった こ ともあ って、早 くも10月 中 には 日本軍 は河北、チ ャハ ル、緩遠、

由西 の各省の要地 を占領 し、なお山東、河南 に向 かって進撃 を続 けていた。

華中の上海で は戦線 は膠着 したが、11月 に杭 州上陸作戦 を成功 させ る と中

国軍は後退、12月 には南京 を占領 した。 占領 した 日本軍 はその地域 に次 々

に自治政府 を作 った。関東軍 はチ ャハ ル ・緩遠両地域 に またが る蒙古 人居

住地域 には蒙古連盟 自治政府、チ ャハル省南部 には察南 自治政府 、山西省

北部 には晋北 自治政府 をつ くり、12月 には この3政 府 をあわせ て、内長城

以北の内蒙古地域 を管 轄する、蒙彊連合委員会 を樹 立 した(39年 にはモ ン

ゴル 自治政府 になる)。 北支那方面軍 も12月 に王克敏 を行政委員長 とする

中華民国臨時政府 を北京で発足 させ た。 また、中支那派遣軍 も翌年3月 に

南京 に梁鴻志 を行政委員長 とす る中華民国維新政府 を作 った。
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れ に炭坑の あった坊子神社(3)、 さらに、青 島 と済南 を絆 ぶ膠済鉄 道の

中間地点 にあ り、溜 川炭坑 と も結 ばれ る張店 に建 て られた張店神 社(5)

等 の神社 は、 こう した背景で急増 した在留邦人 によって建 て られ た もので

あった。

以上見 て きた如 く、中華民国 にお ける神社 は1900年 の義和 団事件 、1914

～15年 の第一次世界大 戦の勃発 ・日本の対 華二十一 力条要求 とい う
、いず

れ も軍事 の発動 を契機 とす る 日本人屠留民 の急増 によって、1910年 代半 ば

頃か ら天津 、山東両地域 に建 てられ始めた といえよう。

第二期 は1931年 の満州事 変か ら1937年 の 日中戦争開始 まで を中心 とす る

時期 で、8の 上 海神 社か ら12の 福 州神社 までの5社 であ る。上海 、広 東、

漢 口、福州 といった中国の中部 ・南部(華 中 ・華南)の 沿海部、揚子江流

域 の主要都市 に建て られた ものであ る。上海、広東、漢 口には早 くか ら列

強の租界が設定 され、 と りわけ上海は中国の最 大の貿易港 と して列強の権

益 が集 中 してい る所 である。 日清戦争 後、 日本 は漢口 に租界 を持 ち(1898

年)、 上 海で も米英 の共 同租 界 に事実上 の 日本租 界 を築い ていった。 また

福 州 は植民 地台湾 の対岸 と して 日本が特別 に関心 を持 って いた地域 であ

る。いずれ も、中国の商工業 ・貿易 の中心地 と して発展 した都市であるが、

これ らの地域 に何故、 この期 間に特徴的 に建 て られたのか、単 なる偶 然 な

のか今 の ところ不明であるる。但 し上海神社 の場合 は 日本が満州 国樹 立工

作 か ら列強の 目をそ らす ため に、32年1月 に上海事件が起 こ し、700名 以

上 の戦死者 を出 した とい うこ とがその創立の一つの背景 になってい る と推

測 され る9。

この時期 、 日本 の専 らの関心 は、北の方 にあ った。1931年 の柳条湖事件

には じまる満州事変 は、32年3月 の満州国建 国宣言 、33年3月 の 日本 の国

際連盟脱退 とい う国際的事件 を挟 んで、熱河省 の占領 、5月 の塘沽停戦協

定 の締結 で一応の集結 を見せ ていた。そ して、35年 頃か らは新 た に、 関東

軍 ・支那駐屯軍 による、満州国の防衛 ・ 「赤化防止」 ・資源獲得等 を目的

と した華北分離(こ の場合の華北 とは河北省 を中心 にチ ャハル、繧遠、 山
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域 の5社 で あ る6。

天津 は1871年 の 日清 修 好 条 規 で 中 国 の 開港場 の一 つ と して 日本 に開 か れ

た地 で あ る。 後 に領事 館 が 設 け られ 、特 に 日清 争 後 の1898年 には 日本 の専

管 居 留 地=租 界 が 設定 され たが 、 日清 戦 争 の 開 戦 時 、在 留 日本 人 は48人 に

過 ぎなか った。 とこ ろが 、1900年 の義 和 団事 件 後 の 「日清 議 定書 」 に よ り

1901年 に1400人 の 日本 軍(清 国駐 屯軍 の ち支那 駐 屯 軍)が 駐 屯 を始 め る と、

次 第 に 日本 人 の流 入 が増 え、1907年 に は上 海 な ど と と もに居 留 民 団 も組織

され 、1920年 代 半 ば には居 留 民 が5000人 を越 える まで にな って い た7。

天 津 地 域 にお け る天 津 神社(2)、 天 津 稲荷 神 社(6)の 二 つ の神 社 は、

こ う して急増 した 日本 人居 留 民 に よって、 建 て られ た神 社 で あ った。

山東 地 域 にお い て も、 日清修 好 条 規 に よ って 芝　 が 開港 場 と して開 か れ

たが 、 こ こにお い て も大 量 の 日本 人が 流 入 す る きっ か け に な った の は、 第

一 次 世界 大 戦 にお け る 日本 の 参戦 で あ っ た。 ドイ ツは1898年 、清 国 か ら膠

州 湾 地域 の99年 間の 租借 を得 て 、そ の 地域 を保 護領 に編 入 して い た。 中心

地 青 島 は港 湾施 設 を整 え東 洋 艦 隊 の根 拠 地 と して整 備 され、 上 海 、天 津 に

つ ぐ中国 第 三位 の貿 易港 に発 展 して い た。 また、 山東 省 の鉄 道(青 島 ～済

南 間=膠 済鉄 道)や そ の 沿線 の鉱 山 ・炭鉱(溜 川 炭 鉱)等 の利 権 も獲 得 し

て い た。 この ドイ ツの 持 って い た利権 を、 日本 は1914年 の 第一 次 世界 大 戦

へ の参 戦 、 ドイ ツへ の 宣 戦布 告 ・青 島 の 占領 、 そ して 翌年 の対 華21ケ 条 要

求 に よって そ っ くり受 け継 い だの で あ る。1922年 の ワシ ン トン会議 に よ り、

膠州 湾 租 借 地 は中 国 に返 還 され 、 日本 の 軍 隊 も撤 退 したが 、 日本 の 商業 上

の利 益 は その ま ま確 保 され 、山東 地 域 は 中国 で満 州 につ ぐ日本 の一 大勢 力

圏 となっ た。 と くに青 島 に は在 華 紡 が 集 中 し、1915年 日本 が 占領 した当 時

は わず か350人 くらい で あ っ たが 、17年 に は一 挙 に1万5千 人 、19年 には

2万 人 を越 え た。 そ して 、20年 代 半 ば で も青 島 に1万2千 人 、済 南 に約2

千 人 、 そ の他 とも この 地域 に は、約2万 人 の在留 邦 人が い た8。

山東 半 島 の膠 州 湾 の 中心 都 市 青 島 に建 て られ た 、台 東 鎖 神 社(1)、 青

島神 社(4)、 山 島半 島の 北側 の港 湾 龍 口 に建 て られ た龍 口神 社(7>、 そ
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領事館名 神社名 創立年1祭 神1境 内地1氏子数1鎮 座地1そ の他

40 香港 香港神社 (削除 、1940年4月 創立 、祭神AM、 鎮座地香港小学校、氏子数278>

41 北京 香河神社 (削除、1940年2月 神社造営計画を樹立、寄附金募集中、氏子数50)

42 蘇州 蘇州神社 (削除 、1940年i地 均工事 に着 手す、氏子数934)

43 済南 済南神社 4103 AK天神地祇 ?749 済南市外梁家荘 宮司岩吉多久美

44 北京 密雲神社 41{16 AKM 173 密雲

45 石門 新郷神社 410720 A 713 新郷河南大街

46 張家口 蒙彊神社 411006 AKM永 久王 7162 張家口特別市 宮司梅田次郎

47 太原 楡次神社 41!0 岐 ・美二神 楡次城内東北

48 海州 連雲神社 41ユ103 AMN他1神 連雲市連雲港 他1神 は崇徳天皇

49 汕頭 汕頭神社 41!103 開拓三神Y他 広東省澄海県汕頭市外馬路、他は昭憲皇太后

50 芝　 芝　柵土 4111 AMO 芝果姻台山上

51 九江 九江神社 4111 AMJ 九江環湖路

52 九江 南昌神社 420318 蝋 南昌市湖浜公園内

53 南京 南京護国神社 420502 軍輝 族英霊 南京五台山 南京神社境内

54 徐州 帰徳神社 420612 A 帰徳飛行場西北隅

55 石門 郎郡神社 4206 照 翼南路郡郵

56 南京 南京神社 4214 AKM 3413 南京五台山

注 記

ユ 佐 藤 弘 毅 「戦 前 の 海 外 神 社 一 覧H一 朝 鮮 ・関 東 州 ・満 州 国 ・中華 民 国 一」(『神 社 本 庁 教 学 研 究 所 紀

要 』 第三 号 、1998年2月)よ り作 成 。

2佐 藤 の 上 記 一 覧 は 『在 支 神 社 一 覧 』(外 務 省 東 亜 局 第 三 課 、1942年6月30日 調 査)を も とに作 成 し

た もの で あ る が 、 これ は、1941年11月5日 現 在 の 台 帳 に5社 の追 加 、4社 の 削 除 が 施 され て い る も

の とい う こ とで あ る。 表 中 の 「削 除 」4社 が そ れ で あ る。 また 、6の 天津 稲 荷 神 社 は 『大 陸神 社 大

鑑 』(1940年8月1日 、外 務 省 東 亜 局 三 課 調)に は の っ て い る が 、 上 記 『在 支神 社 一 覧 』 に は 見 当

た らな い の で 「不 明」 と した との こ と。

佐 藤 は この 削 除i不 明 を省 い て、1942年6月30日 現 在 の 神 杜 数 を51社 と して い る。

3創 立 年 の 年 月 日は 西 暦 で19を 省 く。151105は1915年11月5日 の 意 。 例 祭 日は 月 日で 表 わ した 。

4祭 神

(1)Aは 天 照 大 神 、Mは 明 治 天 皇 、Kは 国魂 大 神 、Kは 大 国魂 神 、Jは 神 武 天 皇 、0は 大 国 主 神 、Yは

能 久 親f、Nは 大 物 主 神 。

(2)6の 天 津 稲 荷 神 社 の 他3神 は猿 田彦 神 、大 宮 能 費 台 神 、 田 中 大 神 。

(3)23の 溜 川 神 社 の 他8神 は 大 地 主 神 、 大 山 祇 神 、 盤 裂 根 裂 神 、 金 山彦 神 、 金 山比 費神 、 靭遇 突 智 神 、

岡 象 女 神 、 埴 山 姫 神 。

5境 内 地 の 単 位 は坪 、 氏 子 数 の単 位 は戸 。

6社 殿

(1)2の 天 津 神 社 の 他6棟 は幣 殿 、拝 殿 、 手 洗所 、 鳥居 、 奉 斎 館 、 社 務 所 。

(2)6の 天 津 稲 荷 神 社 の他5棟 は拝 殿 、 鳥居 、手 洗 所 、 社 務 所 、 倉 庫 。

(3)8の 上海 神 社 の 他3棟 は拝 殿 、 幣殿 、 鳥居 。

しい佐 藤 の紹 介 に基 づ い て、 そ れ を創 立 年 別(1942年6月 調 査)に 並べ 換

えた ものが 表1で あ り、 それ を地 図 に落 と した ものが 図1で あ る。 この表

と図 をもとに中華民国 にお ける海外神社 の設立状況 を見てお こう。

中華民 国にお ける海外神社の設立 は大 きく三つの時期 に区分す るこ とが

出 来 る。 まず,第 一 期 は第 一 次 世界 大 戦 中 ・1910年 代 の後 半 か ら満 州 事 変

の 始 ま る1931年 以前 に建 て られ た神 社 で 、表1の1～7(以 下 表1の 表 記

は省 く)ま で の7つ の神 社 であ る。地 域 と して は天津 地 域 の2社 、 山東 地
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表1中 華民 国 におけ る海外神社創立年 表

領事館名 神社名 創立年 祭神 境内地 氏子数 鎮座地 その他

1 青島 台東鎭神社 1503 0 2637 410 台東一路35 神殿、社務所、鳥居

2 天津 天津神社 151105 AM 1066 12994 天津市福島街18 主任神職岡利輔、例祭日
0411、 本殿他6棟

3 坊子 坊子神社 18Q711 A 120 434 坊子三馬路 神殿、鳥居

4 青島 青島神社 1911Q? AKM齢 6412 8122 遠寧路8 宮司池永茂(終戦時宮崎左止
三〉、社殿13棟 、例祭 日0403、1017

5 張店 張店神社 181123 AKM半 29 5b3 張店博愛街1神 殿、拝殿、鳥居

6 天津 天潮舗神社 (不明、26年4月27日創立、祭神倉稲魂神他3、境内地300、氏子数657、天津市伏見街5,神 殿他5棟)

7 芝　 龍口神社 301008 AON 2Q 976 龍口会閑31 (静海街1)、 神殿 、拝殿 、鳥居

8 上海 上海神社 331101 AMJ 1089 30696 江溝路118 主任神職鶴田英治、例祭日
0403、1103,本 殿他3棟

9 広東 広東神社 ,fir 蝋 15 3983 広州市恵愛東路 主任神職所茂、神殿、鳥居

10 漢口 漢口神社 350211 AMJ 600 2432 日本租界109 主任神職米光春一、社殿、鳥

居、社務所

11 上海 靖亜神社 35Q211 故近衛篤麿他 404 60 法華区戴拾捌保 故 荒尾精 、故根 津一、神殿 、

拝殿、鳥居

12 福州 福州神社 361103 0 7a 福州南台蒼前山 神殿、鳥居

13 石門 石家荘神社 381010 魍 3a75 石家荘新民路 主任神職神保藤吉

14 北京 保定神社 381103 A他1KMJ 641 保定城外李花村 他1は 豊受大神

15 太原 太原神社 390403 AMJ 5636 山西省太原 主任神職椎名寅吉、例祭日
0403

ユ6 北京 南苑護国神社 390930 AMJ 124 南苑市西方高地

17 厚和 集寧神社 (削除、1939年11月10日神武天皇合祀、集寧居留民会40年度予算に建設費3300円計上)

18 徐州 開封神社 (開封居留民会1940年度予算に建設費5000円を計上、氏子数1762)

19 唐山 唐山神社 400203 AKM 1074 唐山市王謝荘
20 徐州 徐州神社 4GO210 AM熱 田大神 2353 徐州豊財鎭

21 海州 海州神社 400210 蝋 556 海州新浦鎭

22 山海関 山海関神社 40⑪211 A 813 山海関

23 博山 酬 榊社 4002 A他8神 187 溜川炭鉱 主任神職黒木義俊(1918年11
月10日 創建)

24 九江 九江護国神社 4α)318 軍人軍族英霊 九江湖畔路 九江神社境内

25 北京 長新神社 40(}3 AKM 485 長辛店萬歳山

26 北京 北京神社 400606 m X111 28592 北京特別市布貢院東大街
27 威海衛 威海衛神社 400810 蜘 56 威海衛北倉村
28 南京 蛙埠神社 40ユ02G AKM 623 蛙埠
29 石門 彰徳神社 401030 A $13 城外新民街

30 石門 順徳神社 40za A 648 順徳

31 杭州 杭州神社 polo A 5?8 杭州湖浜路 主任神職松井喜四郎
32 厘門 慶門神社 401102 AKMY一 3167 慶門蓼花渓美出頂

33 包頭 包頭神社 401109 AKMJ 993 包頭市富三元港

34 太原 陽泉神社 4011 AM 596 平定県陽泉徳勝街

35 大同 大同神社 4011 A 1968 大同城内東北

36 山海関 秦皇島神社 4011 AK 199 秦皇島北大通河傍

37 塘沽 塘沽神社 401207 AMK 739 塘沽連塘賎

38 厚和 厚和神社 40ユ230 AK 2226 厚和特別市大馬路 主任神職篠原實

39 北京 豊壷神社 4012 0 sa3 鰹 特区新房荘村
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宮 を頂点 とす る 日本の ピラ ミッ ト的神社体系の 中に位置付 け られた。 この

神社 は言 うまで もな く、その地 に進出 した 日本人 だけ に意味があ るのでは

な く、その地の原住民 に 日本 とい う国 を意識 させ る上で大 きな役 割 を果 た

す事 を期待 されて、建 て られ ものであ る。

この ように海外神社 といって も設立 の動機 の ことなる二つの神社群 があ

るわけであるが、 日本 の植民地や委任統治領あ るいは占領地等 で、その地

に住 む原住民の 日本人化 、いわゆ る皇民化政策が強力 に展開 される ように

なる と、前者の 「居留民設置神社」 も後者 の 「政府設置神社」 の体系 に組

込 まれて、両者は0体 の もの となってい く。

さて、本稿 は戦前の 中華民 国におけ る海外神社 の創立 についての論考で

ある。海外神社 の研究 は一九九〇年以降急速 に進み、それぞれの地域 にお

ける海外神社 の実態 がか な りの程 度明 らかに されて きている。 この中で、

中国 において も東北 部 ・ 「旧満州(国)」 にお ける研究 は嵯峨井建 の 『満

州の神社 興亡史』1な ど一定の蓄積 を持 って きている。 しか しなが ら、 こ

の地域 を除い た、戦前 の中華民 国にお ける海外神社の研 究はほ とん ど進 ん

でい ない。筆者 は今後 、 この地域 の神社建設 について分析 を深 めてい きた

い と思 っているが、本稿で は、 まず そのための基礎 的な事実の確定 を行 っ

て行 きたい2。

こ うした、作業 は単 に戦前 の 日本の植民地支配 における神社や宗教 の果

た した役割 を明 らか にする にとどま らず、 日本 における国際化の進展 、グ

ローバ リゼー シ ョンの進展 にともなって、現在 の、そ して今後 ます ます進

展す るであ ろう、 日本の諸宗教 の海外布教 の問題 を考 える上で も重要な意

味 を持 っている もの と考 える。

(1)年 代 別 、地域 別 の設立 過程

中華民国 における海外神社 について は,こ れ まで近藤喜博3や 岡田米夫4、

さ らに近年の佐藤弘毅5の 研 究 に よって、 日本 の領事館別 の神社 一覧が神

社名 ・祭神名 ・創立年 ・鎮座地等 を加 えて紹介 されて きた。い ま、最 も新
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ル大 学 教 授 と韓 国側 の 「対 外 意 識 」、 特 に 日本 に対 す る国 民 の 意 識 を中心

に意 見交 換 と学術 交 流 を行 っ た(以 上 、郷 田〉。

π 共同研究テーマに関わる各論

戦前期 ・中華民国における海外神社の創立について

中島三千男

は じめに

近代 日本 にお ける 日本 の海外 進出 ・侵略 に ともない、海外 に移住 した 日

本 人た ちに よって、 また植民地や占領地 には政府 ・軍 によって神社が建て

られた。 これ らの神社 は一般 に海外神社 と呼 ばれ、その数 は現在判明 して

いるだけで も千数百社 にのぼる。

これ らの海外神社 は、一 口に海外神社 とい って も性格の異 なる二つの神

社群か ら成 り立 っていた。一つ は 「居 留民 設置神社」 と呼ばれている もの

で、その地 にお ける 日本 の海外進 出の初期 、 まだ 日本国の政治的影響力が

ない時代 に建 て られた神社 であ る。 この神社 は移住 した日本 人が慣 れない

外 地での厳 しい生活 を維持 し、 また故郷 を思 い、 日本人 と してのアイデ ン

テ ィテ ィーを保 つために建 て られた神社 で、 日本人の コ ミュニテ ィーにだ

けに意味 を持 ち、外 地の原住民 との関 わ りは原則 的 にない。

これ に対 して、 もう一つの神社 は 「政府 設置神 社」 と呼 ばれ る もので、

日本の アジア侵略の中で 日本 政府や軍 によって、あるいはその強い影響力

の もとに建 て られた神社 である。 この神社 は、その地が 日本の植民地や委

任統 治領 あるい は占領地等 である とい うことの、いわばシ ンボル的意味合

い を持 た されて建 て られた もので、台湾における台湾神社 、朝鮮 にお ける

朝鮮神宮、樺太 における樺太神社 、関東州 にお ける関東神宮 、 シンガポー

ルにお ける昭南神社 、南洋諸島 における南洋神社等 である。多 くは官幣大

社 とい う戦前 の 日本の神 社の社格 の トップの地位 に位置付 け られ、伊勢神
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④ 「東 アジアの戦略的提携の構 築」 日韓産業構造の0考 察

⑤ 日本の朝鮮半島お よびアジア政策

なお、今後 これ らの論文が完成 されれば、最終 的にはそれぞれの担当研

究領域 を共 同研究担当者の個別論文 として、掲載 してい きたい・

1共 同研究のための調査活動

我 々共 同研究者 は、2000年 と2001年 にかけて、二度の海外研究調査 出張

を行 った。1回 目は、2000年9月2日 か ら9月6日 にか けて、中国の北京

と天津 な どを訪 問 し、中国の研究者 と研 究 に関る問題、特 に中国側の 「対

外 意識」について、様 々な レベ ルで議論 し意見交換 を行 った。その一方 で、

戦前の治外法権 を持 つ欧米お よび 日本等 の 「領事館」 の史跡 を踏査 し、現

在の状況 を確認 した。

また、 日本 との関連で は、1945年 以前 に作成 された地図 を参考 に、北京

と天津地域 における 「海外神社」の跡 を確認 しなが ら、その後の中国側 の

利用状況 を調査 した。

二度 目の海外研 究調査 出張 は、2001年9月4日 か ら9月9日 にかけ て、

韓国の釜山、ソウル を訪問 した。この時の研究調査 出張 では、ソウル大学、

延世大学教授 と金大統領 の 「北朝鮮」訪問以後 の南北関係 と韓 国内の政治

状 況、IMF管 理以後の経済状 況、 さらに、 日本 に対す る国民の意識 な どに

つい て意見交換 と学術交流 を行 った。それ と同時 に、 「海外 神社」 の史跡

を跡追い なが ら朝鮮側 の民族主義 に関す る調査研究 を行 った。 ソウルの南

山公 園 にあ った 日本統 治時代の 「朝鮮神宮」の 中心部分 は、い まは植物園

になってお り、 またその旧境 内の一部 分は韓国の民族 の英雄であ る 「安重

根」の記念館 になってい た。

また、釜 山では 日韓 自治体や市民 レベ ルの交流 について、市庁(市 役所)

の担 当者か らもヒヤ リングを行 った。

また、この研 究出張で は、共同研究 テーマ と近 い研 究 を行 ってい るソウ
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は じめ、 日 ・中 ・ロな どの周辺諸 国が南北朝鮮 の 「首脳会議」 を支持 した

か らである。 この ような東 アジアにおける国際状況の変化 を背景 に
、1992

年 か ら中止 されていた 「日朝 国交正常化交渉」 も2㎜ 年以後再 開 され るこ

ととなった。

ところで、前述 した国際状況の変化 は、同時 に、東 アジアにお ける国際

体制の不安定 な側面 を伴 うもので もある。例 えば、最近 、我 々の記憶 に鮮

明 な事件 と しては・昨年8月 以後勃発 した 日本 と中 ・韓お よびその他の ア

ジア諸 国 との間 に、教科書問題や靖 国神社参拝問題 をめ ぐる外交的対 立が

あ り、 さらに日 ・ロ問で は北 方領土 をめ ぐる対立 が上 げ られ る
。 また、安

全保障面 にお ける一つの衝撃的 な例 を上げる とす れば、昨年(2001年)12

月22日 にあ った 日本海 における 「不審船」 出現の問題 であろ う。

それでは、 日 ・米 ・中 ・韓 の経済的 な相互 関係 が強化 され、緊密 になっ

て行 く国際環境の なかで、上記 の ような対立 と協調が錯綜す る東 アジアの

国際体制 は どの ように再編 して行 けば よいのであ ろ うか。 こう した問題 意

識 を持 って2年 前 か ら始 め たのが 、学内 の学部横 断的 な この共 同研 究 で

あ った。

もともと・我 々は・こうした問題意識 に もとつ いて、1850年 代以後 、つ ま

り大雑把 に言 って東 アジアにおける欧米諸国 による帝国主義的膨張政策が

遂行 された時期か ら現在 までの東 アジア国際体制 を時系列 に区分 し
、その

なかで政 治 ・経 済 ・社会 的 な諸 問題点 を明 らか にす る と同時 に
、 日本 の

担 って きた、 また今後担 当すべ き役割 も分析 しようと したのであ る。 しか

し、共同研究 を進めて行 くうちに、 この研究 は時 間的 に も内容 的に も2年

で完成す ることは、 とて も無理 である ことを悟 る ようになった。 したが っ

て・ ここでは・ まず この間 に行 って来 た研 究調査活動 を記述 し
、中間的な

報告 としては、下記の五つ の研 究 ノー トを掲載す るこ とに した。

① 戦前期 ・中華民 国にお ける海外神社 の創立 について

② 戦後す ぐの中国人の 日本観

③ 日 ・中 ・韓の国民 間の意識の比較
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は じめ に

1989年 マル タにおける米 ソ首脳会談後、米 ソを中心 とした国際政治体制

の冷戦構造 は崩壊 し1990年 に東西 ドイツは統一 した。 それに も拘 らず、東

アジアの国際体制 は従来の冷戦構造 が依然 と して持続 してい たが・2000年

6月13日 か ら6月15日 に亘 って行 われた韓 国 と北朝鮮 の首脳 会議 に よっ

て、東 ア ジアにおける冷戦体 制 も急激 に変動 する徴候が現 れる ようになっ

た。つ ま り、1998年 に就任 した韓国 の金大 中政権が推進 した 「太陽政策」

によって、南北朝鮮が急激 に接近す る と同時 に、米国の クリン トン政権 を
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